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はじめに                                                      

あらゆる世代が心身ともに健やかに生活していくことは、

活気あふれるまちづくりに欠かすことができないものであ

り、市民の皆様がより長く元気に暮らしていくためには、

健康は大変重要なものです。 

本市では、「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」に続き、

国の次なる国民健康づくり運動である「健康日本２１（第

三次）」の考え方を基本に、自殺対策計画を包括した「袖

ケ浦健康プラン２１（第３次）」を策定いたしました。 

この計画は、これまでの取組を継承し、生活習慣病発症予防とともに、重症化予防

にも重点をおき、乳幼児期から高齢期までのあらゆるライフステージに応じた健康づ

くりを推進することとしております。 

さらに、「市民一人ひとりがすこやかで心豊かに暮らせるまち」を基本理念とし、

「生活習慣病の予防と改善」、「食育の推進」、「心の健康」の３つの基本的方向に基づ

いた施策を展開することで、すべての市民の皆様が心身の健康に関心を持ち、健康づ

くりに主体的に取り組んでいただけるよう、環境の構築と充実を図ってまいります。 

結びに、本計画策定にあたり、アンケート等にご協力いただいた市民の皆様をはじ

め、貴重なご意見を賜りました各委員会の委員の皆様、関係各位に厚くお礼申し上げ

ます。 

       

 

令和６年３月        
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第１章 プランの策定にあたって 

第１節 本プランの策定趣旨 

我が国は、生活水準の向上や医療技術の進歩などにより、世界でも有数の長寿国

となりました。厚生労働省「簡易生命表（令和３年）」によれば、令和３年の日本人

の平均寿命（０歳の平均余命）は男性が８１.４７歳、女性が８７.５７歳となって

います。 

一方で、悪性新生物 1（がん）や心疾患、脳血管疾患、糖尿病、歯周病等に代表さ

れる生活習慣病 2の割合が増加しており、生活習慣病の発症予防や重症化予防、社会

生活を営むために必要な機能の維持及び向上などにより、健康寿命の更なる延伸や

生活の質の向上を実現するための取組が一層求められています。 

こうした中、厚生労働省は平成２５年度から令和４年度までの１０年間を計画期

間とする「健康日本２１（第二次）」を策定し、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」

「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」等を健康増進の推進に関する基本的

な方向として掲げ、国民の健康づくりを推進してきました。 

また、農林水産省は「第４次食育推進基本計画」（令和３年度～令和７年度）を策

定し、国民の健全な食生活の実現と、環境や食文化を意識した持続可能な社会の実

現を図ることとしています。 

さらに、こころの健康という観点では、新たに「自殺総合対策大綱」が令和４年

１０月に閣議決定され、コロナ禍における自殺の動向も踏まえつつ、子ども・若者

自殺対策の更なる推進・強化や女性に対する支援の強化などが盛り込まれ、令和８

年までに自殺死亡率を平成２７年と比較して３０％以上減少させる目標を設定して

います。 

健康であることは、誰もが住み慣れた地域でその人らしい充実した生活を送るた

めには欠かせない基礎となるものです。国や千葉県が示す新たな方針を取り入れる

とともに、社会情勢等の変化を踏まえ、安全で安心して暮らせる生活環境を整備し、

市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支援する計画の１つとして、「袖ケ浦健康プ

ラン２１（第３次）」（以下「本プラン」という。）を策定します。 

 

 

 
1 一般的に「がん」と呼ばれ、癌や悪性腫瘍とも表記される。 
2 食生活、喫煙、飲酒、運動不足などの生活習慣が深く関与して発症する疾患の総称。生活習慣

の改善によりある程度の予防が期待できる。 
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第２節 計画の位置付けと性質 

（１）計画の位置付け 

本プランは国や県の計画を踏まえるとともに、市の上位計画である 「袖ケ浦市総

合計画」をはじめ、「袖ケ浦市保健事業実施（データヘルス）計画」など各種計画と

調和・整合を図って策定しており、市民の健康の増進を図るための基本的事項を示

し、推進に必要な取組の方向性を明らかにするものです。 

計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）健康増進計画の性質 

本プランは、健康増進法第８条に定められた「市町村健康増進計画」として本市

が定める計画です。 

健康増進法が掲げる目的「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項

を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を

図る」を達成するため市が取り組む施策・事業をまとめています。 

 

（３）食育推進計画の性質 

本プランは、食育基本法第１８条に基づく「市町村食育推進計画」の内容を含ん

でいます。 

食育基本法では、「食育」を生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基

礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識

と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育て

る食育を推進することが求められています。 

食をめぐる環境が変化する中において、市民が生涯にわたって健全な心身を培い、

豊かな人間性を育むための食育を推進するための計画です。 

袖ケ浦市総合計画 袖ケ浦健康プラン２１（第３次） 

 袖ケ浦市保健事業実施（データヘルス）計画 

 袖ケ浦市次世代育成支援行動計画 

 袖ケ浦市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 袖ケ浦市スポーツ推進計画 

 その他の計画（袖ケ浦市地域福祉計画など） 

調和・連携 調和・連携 
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（４）自殺対策計画の性質 

本プランは、自殺対策基本法第１３条に定められた「市町村自殺対策計画」の内

容を含んでいます。 

自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲

れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因があることが知られています。自

殺に至る心理としては、様々な悩みが原因で追い詰められ自殺以外の選択肢が考え

られない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないと

いう役割喪失感から、また与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危

機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と見ることができます。自殺に追い込ま

れるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であることから、社会全体で自殺を

防ぐための施策・事業をまとめた計画として策定します。 

 

 

第３節 プランの期間 

本プランの期間は厚生労働省が定める「健康日本２１（第三次）」の計画期間と合

わせ、令和６年度から令和１７年度までの１２年間と定めます。中間年度となる令

和１１年度に中間見直しを実施し、計画の進捗状況を把握・検証します。 

また、社会情勢の変化や総合計画の見直し等に対応するため、必要に応じて計画

の見直しを行います。 
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第２章 袖ケ浦市における健康を取り巻く環境 

第１節 統計でみる本市の現状 

（１）人口動態 

本市の人口の推移を見ると、総人口は増加傾向にあり、令和３年には６５,０００

人を突破しました。年齢３区分別に見ても、どの年齢層でも増加しています。年齢

３区分別人口比率を見ると、老年人口比率（高齢化率）が、令和５年には２６.９％

と、市民の４人に１人以上が６５歳以上となっています。 

年齢３区分別人口の推移 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

（注）外国人人口を含む。 

年齢３区分別人口比率の推移 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

（注）外国人人口を含む。 

8,736 8,866 8,936 9,017 9,015

38,444 38,673 38,716 38,868 39,155

17,045 17,345 17,602 17,734 17,756

64,225 64,884 65,254 65,619 65,926

0

20,000

40,000

60,000

80,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

老年人口

生産年齢人口

年少人口

13.6 13.7 13.7 13.7 13.7 

59.9 59.6 59.3 59.2 59.4 

26.5 26.7 27.0 27.0 26.9 

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

老年人口比率（高齢化率）

生産年齢人口比率

年少人口比率
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（２）世帯数の推移 

人口の増加とともに、世帯数も増加していますが、１世帯当たり人数は減少傾向

にあり、令和５年には２.２４人となっています。 

世帯数の推移 

単位：世帯、人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

 

24,891 25,223 25,543 25,863 26,303 26,979 27,491 28,131 28,595 29,053 29,453

2.48 2.46 2.43 2.41 2.38 2.36 2.34 2.31 2.28 2.26 2.24

0.00

1.00

2.00

3.00

0

20,000

40,000

60,000

世帯数

１世帯当たり人員
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（３）平均寿命と健康寿命 

医療技術の向上や衛生環境の改善により、日本人の平均寿命は年々過去最高を更

新し、世界的にも長寿の国となっています。 

平成１３年から令和元年の平均寿命の推移を見ると、男性では３．３４年、女性

では２．５２年の上昇が見られます。同期間の健康寿命（健康上の問題で日常生活

が制限されることなく生活できる期間）の推移を見ると、男性では３．２８年、女

性では２．７３年の上昇が見られます。 

介護を必要とする期間（平均寿命と健康寿命の差）は、男性では約９年、女性で

は約１２年となっています。 

平均寿命と健康寿命の推移（男性） 

単位：年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府「令和５年版高齢社会白書」 

 

平均寿命と健康寿命の推移（女性） 

単位：年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府「令和５年版高齢社会白書」 

 

69.40 69.47
70.33 70.42

71.19
72.14 72.68

78.07
78.64 79.19 79.55

80.21
80.98 81.41

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年 平成28年 令和元年

健康寿命（男性）

平均寿命（男性）

72.65 72.69 73.36 73.62 74.21 74.79 75.38

84.93 85.59 85.99 86.30 86.61 87.14 87.45

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年 平成28年 令和元年

健康寿命（女性）

平均寿命（女性）



第２章 袖ケ浦市における健康を取り巻く環境 

7 

また、千葉県が公表する統計では、平均余命 3や平均自立期間 4、平均要介護期間 5

が示されています。 

６５歳男性で見ると、平均余命、平均自立期間ともに上昇していますが、平均余

命よりも平均自立期間の上昇幅が小さいことにより、平均要介護期間が０．１３年

長くなっています。６５歳女性で見ると、平均余命、平均自立期間ともに上昇して

いますが、平均要介護期間の大幅な伸びは見られません。 

男女ともに平均要介護期間に大きな変化はなく、健康増進施策と介護予防施策の

一体的な実施は今後重要な取組の一つといえます。 

平均余命・平均自立期間・平均要介護期間の推移（袖ケ浦市６５歳男性） 

 
平均余命 

（Ａ） 

平均自立期間

（Ｂ） 

平均要介護期間

（Ａ－Ｂ） 

平成２６年 １８．６３年 １７．２７年 １．３６年 

令和元年 １９．６８年 １８．１９年 １．４８年 

平成２６年から令和元年の変化 ＋１．０５年 ＋０．９２年 ＋０．１３年 

資料：千葉県「健康情報ナビ」 

平均余命・平均自立期間・平均要介護期間の推移（千葉県６５歳男性） 

 
平均余命 

（Ａ） 

平均自立期間

（Ｂ） 

平均要介護期間

（Ａ－Ｂ） 

平成２６年 １９．０５年 １７．４７年 １．５８年 

令和元年 １９．７０年 １８．１２年 １．５８年 

平成２６年から令和元年の変化 ＋０．６５年 ＋０．６５年 ０．００年 

資料：千葉県「健康情報ナビ」 

平均余命・平均自立期間・平均要介護期間の推移（袖ケ浦市６５歳女性） 

 
平均余命 

（Ａ） 

平均自立期間

（Ｂ） 

平均要介護期間

（Ａ－Ｂ） 

平成２６年 ２２．９１年 ２０．０４年 ２．８８年 

令和元年 ２３．６４年 ２０．７３年 ２．９１年 

平成２６年から令和元年の変化 ＋０．７３年 ＋０．７０年 ＋０．０３年 

資料：千葉県「健康情報ナビ」 

 
3 その年に生まれた人の平均的な寿命を表す統計的な指標。 
4 日常生活に介護を要しない期間の平均。 
5 介護を必要とする状態が続く期間の平均。 



8 

平均余命・平均自立期間・平均要介護期間の推移（千葉県６５歳女性） 

 
平均余命 

（Ａ） 

平均自立期間

（Ｂ） 

平均要介護期間

（Ａ－Ｂ） 

平成２６年 ２３．６１年 ２０．２７年 ３．３５年 

令和元年 ２４．３７年 ２０．９９年 ３．３８年 

平成２６年から令和元年の変化 ＋０．７６年 ＋０．７３年 ＋０．０３年 

資料：千葉県「健康情報ナビ」 

 



第２章 袖ケ浦市における健康を取り巻く環境 

9 

（４）疾病 

各年齢階層別での医療費上位５疾病について、幼年世代では急性気管支炎やアレ

ルギー性鼻炎等の呼吸器系疾患が上位を占めています。４０歳以上では腎不全、そ

の他の心疾患、糖尿病の生活習慣病が上位を占めています。壮年期以上では、統合

失調症や気分障害等の医療費も上位に入っていることからメンタルヘルスに関する

対策も必要です。 

年齢階層別の病類別疾病（中分類）医療費上位５疾病（令和５年２月診療分） 

 

資料：ＫＤＢ（国保データベース）「疾病別医療費分析（中分類）」 

 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳

1 急性気管支炎及び急性
細気管支炎

急性気管支炎及び急性
細気管支炎

その他の筋骨格系及び
結合組織の疾患

その他の呼吸器系の疾
患

糸球体疾患及び腎尿細
管間質性疾患

2
良性新生物＜腫瘍＞及
びその他の新生物＜腫
瘍＞

喘息 その他の特殊目的用コー
ド

その他の特殊目的用コー
ド

その他の精神及び行動
の障害

3 その他（上記以外のも
の）

その他の急性上気道感
染症

その他の精神及び行動
の障害

その他の妊娠、分娩及び
産じょく

その他の特殊目的用コー
ド

4 皮膚炎及び湿疹 その他の皮膚及び皮下
組織の疾患 アレルギー性鼻炎 その他の皮膚及び皮下

組織の疾患
結腸の悪性新生物＜腫
瘍＞

5 その他の特殊目的用コー
ド

急性咽頭炎及び急性扁
桃炎

その他（上記以外のも
の）

その他損傷及びその他外
因の影響 てんかん

 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳

1 白血病 その他の精神及び行動
の障害 その他の神経系の疾患

統合失調症、統合失調
症型障害及び妄想性障
害

腎不全

2 気分（感情）障害（躁
うつ病を含む）

糸球体疾患及び腎尿細
管間質性疾患

脳性麻痺及びその他の
麻痺性症候群 腎不全 気管、気管支及び肺の

悪性新生物＜腫瘍＞

3 腎不全
統合失調症、統合失調
症型障害及び妄想性障
害

統合失調症、統合失調
症型障害及び妄想性障
害

その他の神経系の疾患 その他の神経系の疾患

4 その他の皮膚及び皮下
組織の疾患

その他の特殊目的用コー
ド

気分（感情）障害（躁
うつ病を含む） 悪性リンパ腫 統合失調症、統合失調症型

障害及び妄想性障害

5
症状、徴候及び異常臨床
所見・異常、検査所見で
他に分類されないもの

糖尿病 皮膚炎及び湿疹 その他の消化器系の疾患
その他の消化器系の疾
患

 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳

1 その他の心疾患 腎不全 腎不全 糖尿病 その他の心疾患

2 その他の神経系の疾患
統合失調症、統合失調
症型障害及び妄想性障
害

その他の悪性新生物＜
腫瘍＞

その他の悪性新生物＜
腫瘍＞ 糖尿病

3
統合失調症、統合失調
症型障害及び妄想性障
害

その他の心疾患 糖尿病 腎不全 その他の悪性新生物＜
腫瘍＞

4 腎不全 その他の神経系の疾患 関節症 その他の筋骨格系及び
結合組織の疾患

その他の消化器系の疾
患

5 その他の悪性新生物＜
腫瘍＞

その他の消化器系の疾
患 骨折 その他の消化器系の疾

患 高血圧性疾患
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（５）死因 

死因別に見た死亡数割合を見ると、「がん」が最も高く、本市では５割以上を占め

ています。千葉県や国よりも高い割合を占めています。 

死因別に見た死亡数割合 

単位：％ 

 袖ケ浦市 千葉県 国 

がん ５１．８ ５０．９ ５０．６ 

心臓病 ２９．３ ２７．８ ２７．５ 

脳疾患 １３．２ １３．１ １３．８ 

糖尿病 ０．９ ２．１ １．９ 

腎不全 ２．４ ３．１ ３．６ 

自殺 ２．４ ３．０ ２．７ 

資料：ＫＤＢ（国保データベース）地域の全体像の把握（令和４年度） 
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（６）出生の状況 

出生数の推移は以下のとおりです。近年は年間で４００人から６００人の間で推

移しています。 

出生数・合計特殊出生率 6の推移 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県健康福祉情報の森 各種厚生統計調査 第２表 合計特殊出生率 市町村別 

 

 

児童（１８歳未満）人口の推移は以下のとおりです。児童人口は微増で推移して

いますが、人口比率は低下傾向にあります。 

児童（１８歳未満）人口の推移 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

 
6 １５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。 

505

434

509
480

514

560

469

545

459

1.45

1.29

1.53
1.44

1.56
1.67

1.41

1.63

1.36

0.00

1.00

2.00

3.00

0

200

400

600

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年

出生数

合計特殊出生率

10,496 10,613 10,665 10,712 10,770

16.3 16.4 16.3 16.3 16.3 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

4,000

8,000

12,000

16,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満人口

18歳未満人口比率
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（７）自殺の状況 

本市における自殺者割合（年代別）を全国の値と比較すると、男性では２０歳代、

４０歳代、７０歳代、８０歳以上で高くなっています。 

年代別の自殺者割合（男性） 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル２０２２（更新版） 

（注）平成２９年から令和３年までの平均。 

 

女性の本市における自殺者割合（年代別）は２０歳代、３０歳代で高くなってい

ます。 

年代別の自殺者割合（女性） 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル２０２２（更新版） 

（注）平成２９年から令和３年までの平均。 

 

0.0

4.5

9.1

0.0

2.3

2.3

0.0

2.3

1.2

3.5

3.4

4.9

4.9

4.5

5.2

4.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

袖ケ浦市

全国

2.3

18.2

9.1

13.6

11.4

4.5

11.4

9.1

2.0

7.7

9.1

12.1

11.9

9.6

9.0

6.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

袖ケ浦市

全国
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本市における平均自殺死亡率（１０万対）7を全国の値と比較すると、男性では２

０歳代、８０歳以上で高くなっています。女性では２０歳代、３０歳代で高くなっ

ています。 

年代別の平均自殺死亡率（男性・１０万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル２０２２（更新版） 

（注）平成２９年から令和３年までの値。 

 

年代別の平均自殺死亡率（女性・１０万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域自殺実態プロファイル２０２２（更新版） 

（注）平成２９年から令和３年までの値。 

 

 

 
7 人口１０万人当たりの自殺死亡者数を示す。 

3.37

48.44

19.22

23.33

26.26

8.92

26.53

52.01

3.77

23.96

24.45

26.08

30.50

24.19

26.93

34.34

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

袖ケ浦市

全国

0.00

13.78

21.00

0.00

5.48

4.45

0.00

7.91

2.37

11.42

9.49

10.78

12.71

10.88

13.23

12.97

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

袖ケ浦市

全国
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第２節 アンケート結果 

（１）調査の実施概要 

① 調査の対象及び調査方法等 

本プランの策定にあたり、市民を対象とする調査を実施しました。 

調査の対象及び調査方法等は以下のとおりです。 

調査の実施概要 

調査種別 成人生活習慣調査 妊娠・出産・育児調査 思春期保健調査 

調査対象 
市内在住の２０歳

以上の人 

市内在住の第１子

が１２歳（概ね小

学校６年生）以下

の児童の保護者 

市内在住の中学生・

高校生（学年相当を

含む） 

配布数 ８００票 ６００票 ９００票 

抽出法 無作為抽出 

調査方法 郵送による配布／郵送・Ｗｅｂによる回収 

調査時期 令和４年１１月 

調査地域 袖ケ浦市全域 

 

② 配布数と回収結果 

配布数及び有効回収数、有効回収率は以下のとおりです。 

配布数及び回収結果 

調査種別 成人生活習慣調査 妊娠・出産・育児調査 思春期保健調査 

配布数 ８００票 ６００票 ９００票 

有効回収数 ３８７票 ３１６票 ２８１票 

有効回収率 ４８．４％ ５２．７％ ３１．２％ 

 

なお、端数処理のため、調査結果で示す割合の合計は必ずしも１００．０％とは

なりません。 
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（２）成人生活習慣調査の結果 

① 回答者の属性 

回答者の性別は、「女性」が５６．６％、「男性」が４２．４％となっています。 

回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

回答者の年齢は、「７０代」が２２．７％、「６０代」が１９．６％、「５０代」が

１５．８％などとなっています。 

回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

42.4 56.6

1.0

男性 女性 無回答

ｎ

387

（％）

全体

7.5 8.5 13.7 15.8 19.6 22.7 10.3

1.8

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳
以上

無回答

ｎ

387

（％）

全体
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② 健康状態 

過去１か月間の健康状態については、「とても良い」（９．８％）と「まあ良い」

（３５．９％）を合わせた“良い”が４５．７％、「ふつう」が３５．９％、「あま

り良くない」（１２．９％）と「良くない」（３．９％）を合わせた“良くない”が

１６．８％となっています。 

男性よりも女性の“良い”の割合が低くなっています。また、年齢で見ると、５

０代で最も“良い”の割合が高くなっています。 

過去１か月間の健康状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 35.9 35.9 12.9

3.9 1.6

12.2 43.3 26.8 13.4

4.3 0.0

8.2 30.6 42.9 12.8

3.7 1.8

17.2 20.7 51.7 6.9

3.4 0.0

12.1 33.3 33.3 18.2

3.0 0.0

3.8

45.3 34.0 15.1

1.9 0.0

14.8 44.3 32.8 8.2

0.0 0.0

7.9 42.1 34.2 10.5 5.3

0.0

11.4 31.8 36.4 13.6 6.8

0.0

5.0

25.0 42.5 22.5

5.0 0.0

とても良い まあ良い ふつう あまり良く
ない

良くない 無回答

ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

（％）
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また、治療中または指摘されている疾病については、「特になし」（３３．３％）

を除くと「高血圧症」（２８．９％）が最も多くなっています。 

治療中または指摘されている疾病 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.9

14.5

12.9

9.8

4.9

4.1

2.6

2.3

2.1

1.3

0.8

0.8

0.8

0.8

0.3

10.3

33.3

7.8

0 10 20 30 40

高血圧症

腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等

糖尿病

脂質異常症

喘息・アレルギー疾患

心臓病

前立腺疾患

貧血

痛風

がん

更年期障害

婦人科疾患

腎疾患（腎臓病）

肝疾患

脳卒中

その他

特になし

無回答

（％）n=387
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③ 栄養・食生活 

バランスの良い食事を１日２回以上食べている頻度については、「週に６～７日」

が４０．３％、「週に４～５日」が２８．２％、「週に２～３日」が２０．７％、「ほ

とんどない」が９．６％となっています。 

６０代以上では「週に６～７日」が５割以上となっているのに対し、５０代以下

では２割台にとどまっています。比較的若い世代では食生活が乱れやすい傾向があ

ることが伺えます。 

バランスの良い食事を１日２回以上食べている頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.3 28.2 20.7 9.6
1.3

37.2 28.7 21.3 11.6

1.2

42.9 27.4 20.1 8.2

1.4

27.6 31.0 27.6 13.8

0.0

24.2 33.3 27.3 15.2

0.0

24.5 34.0 30.2 9.4

1.9

24.6 34.4 24.6 14.8

1.6

51.3 21.1 19.7 7.9

0.0

50.0 25.0 12.5 9.1

3.4

62.5 25.0

0.0 0.0

週に６～７日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんどない 無回答
ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上 12.5

（％）
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１週間に何日朝食を摂るか尋ねたところ、「週７日（毎日）」が７３．６％となっ

ています。一方で、「朝食は食べない」が８．５％となっているなど、２５．１％が

朝食を欠食する日が週１回以上あることが伺えます。 

女性よりも男性で欠食率が高くなっているほか、若い世代で欠食率が高くなる傾

向が伺えます。 

１週間に何日朝食を摂るか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意識して地元の農林水産物･食品を選んでいるか尋ねたところ、「いつも意識して

選んでいる」（１５．８％）と「時々意識して選んでいる」（３７．２％）を合わせ

た“意識している”が５３．０％、「あまり意識して選んでいない」（３２．８％）

と「全く意識して選んでいない」（１２．４％）を合わせた“意識していない”が４

５．２％となっています。 

性別で見ると、男性よりも女性の“意識している”の割合が高くなっています。 

意識して地元の農林水産物･食品を選んでいるか 

 

 

 

 

 

 

 

15.8 37.2 32.8 12.4

1.8

9.8 29.9 39.6 18.9

1.8

20.5 42.5 27.4 7.8

1.8

いつも意識し
て選んでいる

時々意識して
選んでいる

あまり意識し
て選んでいな

い

全く意識して
選んでいない

無回答

ｎ

387

164

219

性
別

全体

男性

女性

（％）

73.6 9.3 5.7

1.6

8.5

1.3

68.3 12.2 5.5

1.8

11.0

1.2

77.6 7.3 5.9

1.4

6.4

1.4

55.2 13.8 17.2 6.9 6.9

0.0

66.7 18.2

3.0 0.0

12.1

0.0

60.4 15.1 9.4

1.9

11.3

1.9

63.9 8.2

4.9 1.6

19.7

1.6

78.9 5.3 6.6

2.6

6.6

0.0

80.7 8.0

3.4 0.0 4.5 3.4

95.0

5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

週７日
（毎日）

週４～６日 週１～３日 週１日未満 朝食は食べ
ない

無回答

ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

（％）
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食育に関心があるか尋ねたところ、“関心がある”（「関心がある」と「どちらかと

いえば関心がある」の合計）の割合は、全体で６７．７％となっています。 

男性よりも女性で“関心がある”の割合が高くなっています。また、年齢で見る

と、２０代では“関心がある”が８２．８％と他の年齢層と比べて高くなっていま

す。一方、５０代では５５．７％となっており、中高年でやや食育への関心が低い

傾向です。 

食育に関心がある人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3 42.4 20.7 8.5

3.1

22.6 36.0 25.0 14.6

1.8

27.4 47.0 17.8

4.1 3.7

48.3 34.5 13.8

3.4 0.0

27.3 39.4 21.2

0.0

18.9 49.1 18.9 11.3

1.9

13.1 42.6 32.8 9.8

1.6

31.6 32.9 25.0

0.0

25.0 44.3 14.8 6.8 9.1

25.0 50.0 17.5

5.0 2.5

関心がある どちらかとい
えば関心があ

る

どちらかとい
えば関心がな

い

関心がない 無回答

ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

12.1

10.5

（％）
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④ 運動 

日頃から身体を動かすようにしているか尋ねたところ、「いつもしている」（４３．

７％）と「時々している」（３４．１％）を合わせた“している”が７７．８％、

「ほとんどしていない」（１６．０％）と「全くしていない」（４．９％）を合わせ

た“していない”が２０．９％となっています。 

年齢で見ると、“していない”の割合は、５０代で最も高くなっています。 

日頃から身体を動かすようにしている人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.7 34.1 16.0

4.9 1.3

47.0 31.1 14.0 6.7

1.2

41.1 36.1 17.8

3.7 1.4

44.8 37.9 17.2

0.0 0.0

36.4 42.4 12.1 9.1

0.0

28.3 43.4 15.1 11.3

1.9

41.0 24.6 29.5

3.3 1.6

40.8 31.6 21.1 6.6

0.0

55.7 29.5 9.1

2.3 3.4

50.0 42.5

5.0 2.5 0.0

いつもして
いる

時々している ほとんどして
いない

全くしてい
ない

無回答

ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

（％）
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⑤ 休養 

毎日の睡眠で休養が十分とれているか尋ねたところ、「十分とれている」（１６．

５％）と「まあとれている」（５１．９％）を合わせた“とれている”が６８．４％、

「あまりとれていない」（２４．８％）と「全くとれていない」（２．８％）を合わ

せた“とれていない”が２７．６％となっています。 

毎日の睡眠で休養が十分とれている人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 喫煙習慣の有無 

喫煙習慣の有無について尋ねたところ、「現在吸っている」が１３．４％、「以前

は吸っていたがやめた」が２８．２％、「もともと吸っていない」が５７．６％とな

っています。 

性別で見ると、男性の喫煙率が高いことが伺えます。また、働き盛りの世代の喫

煙率が高く、５０代では「現在吸っている」が２１．３％と最も高くなっています。 

喫煙習慣の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5 51.9 24.8

2.8 3.9

22.0 47.0 24.4

2.4 4.3

11.9 56.2 25.6

3.2 3.2

十分とれて
いる

まあとれて
いる

あまりとれて
いない

全くとれて
いない

無回答

ｎ

387

164

219

性
別

全体

男性

女性

（％）

13.4 28.2 57.6
0.8

20.1 47.6 31.7
0.6

7.8 13.2 78.1

0.9

13.8

3.4

82.8

0.0

12.1 9.1 78.8

0.0

17.0 30.2 49.1

3.8

21.3 29.5 49.2

0.0

17.1 36.8 46.1

0.0

8.0 29.5 62.5

0.0

2.5

37.5 57.5

2.5

現在吸っている 以前は吸っていた
がやめた

もともと吸って
いない

無回答

ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

（％）
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⑦ 飲酒 

週当たりの飲酒の頻度については、「ほとんど飲まない（飲めない）」が４７．

３％、「毎日」が１４．２％、「月に１～３日」が１３．２％などとなっています。 

女性よりも男性の飲酒率が高いことが伺えます。 

週当たりの飲酒頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 歯の健康・がん検診 

過去１年間に歯の健康診査を受診したか尋ねたところ、「はい」が５１．７％を占

める一方で、「いいえ」が４０．８％、「いいえ（新型コロナウイルスの影響）」が６．

５％となっており、半数近い人が受診できていないことが伺えます。 

４０代以下では「いいえ」・「いいえ（新型コロナウイルスの影響）」が合わせて５

割以上を占めており、若い世代の受診率が低いことが伺えます。 

過去１年間に歯の健康診査を受診したか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 6.5 8.5

4.9

13.2

3.9

47.3

1.6

27.4 9.1 11.0 5.5 15.2 5.5 25.0

1.2

4.6 4.6

6.4

4.6

11.9

2.7

64.4

0.9

毎日 週５～

６日

週３～

４日

週１～２

日

月に１～

３日

やめた ほとんど

飲まない

（飲めな

い）

無回答

ｎ

387

164

219

性
別

全体

男性

女性

（％）

51.7 40.8 6.5

1.0

49.4 46.3

3.0 1.2

53.9 37.0 8.7

0.5

37.9 55.2

0.0

45.5 48.5

0.0

45.3 49.1

0.0

57.4 36.1

0.0

55.3 36.8 7.9

0.0

50.0 43.2 5.7

1.1

62.5 30.0

5.0 2.5

はい いいえ いいえ（新型ｺﾛﾅ
ｳｲﾙｽの影響）

無回答

ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

6.9

6.1

5.7

6.6

（％）
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また、過去１年間にがん検診を受診したか尋ねたところ、「いいえ（その他）」が

４５．７％、「いいえ（新型コロナウイルスの影響）」が８．３％となっており、半

数以上が受診できていないことが伺えます。 

特に２０代、３０代での受診率が低くなっています。 

過去１年間にがん検診を受診したか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.2 8.3 45.7

2.8

40.9 6.1 50.0

3.0

45.2 9.6 42.5

2.7

20.7

3.4

75.9

0.0

30.3 6.1 60.6

3.0

52.8 13.2 34.0

0.0

47.5

1.6

49.2

1.6

43.4 10.5 44.7

1.3

45.5 10.2 38.6 5.7

45.0 7.5 40.0 7.5

はい いいえ（新型ｺﾛﾅｳ
ｲﾙｽの影響）

いいえ（その他） 無回答

ｎ

387

164

219

29

33

53

61

76

88

40

性
別

年
齢

全体

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

（％）
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（３）妊娠・出産・育児調査の結果 

① 回答者の属性 

回答者の年齢及び居住地区は以下のとおりです。 

回答者の年齢 

 

 

 

 

 

回答者の居住地区 

 

 

 

 

 

 

② 妊娠・出産 

子どもの人数については、「２人」が５２．２％、「１人」が２２．８％、「３人」

が２０．６％などとなっています。 

子どもの人数 

 

 

 

 

 

 

第１子妊娠時の年齢については、「２６歳～３０歳」が４２．１％、「３１歳～３

５歳」が２３．１％、「２１歳～２５歳」が２２．８％などとなっています。 

第１子妊娠時の年齢 

 

 

 

 

 

 

1.9 1.3

8.5 21.8 31.3 21.8 7.0

4.1 2.2

20歳
未満

20～24
歳

25～29
歳

30～34
歳

35～39
歳

40～44
歳

45～49
歳

50歳
以上

無回答

ｎ

316

（％）

全体

39.6 39.9 5.4

4.1

7.9

3.2

昭和地区 長浦地区 根形地区 平岡地区 中川・富岡
地区

無回答

ｎ

316

（％）

全体

22.8 52.2 20.6

3.8 0.6 0.0 0.0

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 無回答

ｎ

316

（％）

全体

3.5

22.8 42.1 23.1 7.6

0.6 0.3

20歳以下 21歳～
25歳

26歳～
30歳

31歳～
35歳

36歳～
40歳

41歳

以上

無回答

ｎ

316

（％）

全体
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妊娠中定期的に健診を「すべて（ほとんど）受けた」と回答した人の割合は、９

９．１％となっています。「全く受けなかった」は回答なしとなっています。 

妊娠中定期的に健診を受診したか 

 

 

 

 

 

 

 

同居する家族に喫煙習慣がある人のうち、妊娠中の受動喫煙が「あった」と回答

した人の割合は４０．２％となっています。 

妊娠中の受動喫煙の有無 

 

 

 

 

99.1

0.6 0.0 0.3

すべて（ほとん
ど）受けた

時々受けた 全く受けなかった 無回答

ｎ

316

（％）

全体

40.2 57.8

2.0

あった なかった 無回答
ｎ

102全体

（％）
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③ 育児 

両親学級等に「参加した」人の割合は、全体で６０．８％となっています。特に

昭和地区で参加率が高くなっています。 

両親学級等への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫がどのような形で育児参加しているか尋ねたところ、「子どもと一緒に遊ぶ」

（７７．５％）が最も多く、次いで「子どもを入浴させる」（７５．６％）、「子ども

の着替えやおむつ交換をする」（６０．４％）などとなっています。 

夫の育児参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.8 34.2 5.1

67.2 29.6

3.2

55.6 39.7

4.8

58.8 35.3 5.9

61.5 30.8 7.7

60.0 32.0 8.0

参加した 参加していない 無回答
ｎ

316

125

126

17

13

25

居
住
地
区

全体

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

（％）

77.5
75.6

60.4

43.4

41.1

40.5

39.6

36.7

34.2

33.9

4.7

3.5

1.3

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

子どもと一緒に遊ぶ

子どもを入浴させる

子どもの着替えやおむつ交換をする

相談に乗ってくれる

買い物をする

食事の準備・後片付けをする

掃除をする

洗濯をする

気遣いをしてくれる

保育園・幼稚園の送迎をする

その他

何もしない

夫はいない

無回答

（％）n=316
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夫の育児参加に対して満足しているかについては、「満足している」（２７．８％）

と「だいたい満足している」（４０．１％）を合わせた“満足”が６７．９％、「あ

まり満足していない」（１８．８％）と「満足していない」（１２．０％）を合わせ

た“不満”が３０．８％となっています。 

両親学級に参加していないグループでは参加したグループと比較して“不満”の

割合が高くなっています。 

夫の育児参加に対して満足しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.8 40.1 18.8 12.0

1.3

28.6 42.3 18.5 9.0

1.6

24.5 38.7 17.9 17.9

0.9

満足してい

る

だいたい満
足している

あまり満足
していない

満足してい
ない

無回答

ｎ

309

189

106

両
親
学
級
等
へ

の
参
加
の
有
無

全体

参加した

参加していない

（％）
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（４）思春期保健調査の結果 

① 回答者の属性 

回答者の性別は、「女性」が５５．２％、「男性」が４２．７％となっています。 

回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

回答者の学年は、「中学３年生」が２１．４％、「高校１年生」が１９．２％、「中

学２年生」が１８．１％などとなっています。 

回答者の学年 

 

 

 

 

 

 

 

42.7 55.2

2.1

男性 女性 無回答

ｎ

281

（％）

全体

8.2 18.1 21.4 19.2 14.6 14.2

4.3

中学１年生 中学２年生 中学３年生 高校１年生 高校２年生 高校３年生 無回答

ｎ

281

（％）

全体
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② 起床と就寝 

起床時刻については、「午前６時台」が４９．８％、「午前６時前」が２２．４％、

「午前７時台」が２１．７％、「午前８時以降」が３．９％となっています。 

中学１年生と中学２年生では「午前６時前」が３割以上を占めています。 

起床時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就寝時刻については、「午後１１時台」が３５．６％、「午前０時台」が２６．

０％などとなっています。 

学年が上がるにつれて就寝時刻が遅くなる傾向が伺えます。 

就寝時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4 49.8 21.7

3.9 2.1

22.5 47.5 23.3

2.5 4.2

23.2 51.6 19.4 5.2

0.6

34.8 47.8 17.4

0.0 0.0

37.3 45.1 9.8

2.0

5.9

13.3 48.3 31.7

0.0

20.4 51.9 25.9

1.9 0.0

19.5 58.5 19.5

0.0 2.4

17.5 52.5 20.0

5.0 5.0

午前６時前 午前６時台 午前７時台 午前８時以降 無回答
ｎ

281

120

155

23

51

60

54

41

40

性
別

学
年

全体

男性

女性

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

（％）

6.7

8.2 17.4 35.6 26.0 8.2

2.1 2.5

9.2 16.7 40.0 19.2 9.2

0.8 5.0

7.7 18.1 32.3 31.0 7.1

3.2 0.6

30.4 26.1 34.8

4.3 4.3 0.0 0.0

11.8 25.5 37.3 17.6

2.0 0.0

5.9

6.7 20.0 31.7 28.3 10.0

3.3 0.0

1.9

13.0 46.3 29.6 7.4

0.0 1.9

4.9

22.0 29.3 26.8 14.6

0.0 2.4

5.0 2.5

35.0 32.5 12.5 7.5

5.0

午後10時
前

午後10時
台

午後11時
台

午前０時
台

午前１時
台

午前２時
以降

無回答

ｎ

281

120

155

23

51

60

54

41

40

性
別

学
年

全体

男性

女性

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

（％）
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③ インターネット等の利用 

スマートフォンを利用している中高生が多く、「持っていない・使っていない」は

８．２％にとどまっています。スマートフォンを「５時間以上」利用している人も

２３．１％となっており、中高生の生活において、スマートフォン（インターネッ

ト）が深く浸透していることがわかります。 

電子機器の利用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

13.9 18.1 19.9 10.3 23.1 8.2

1.8

18.5 6.8

2.5 1.8 1.4 1.4

62.3 5.3

18.5

4.6 1.8 0.4 0.0 2.1

64.1 8.5

１時間未
満

１時間以

上２時間

未満

２時間以

上３時間

未満

３時間以

上４時間

未満

４時間以

上５時間

未満

５時間以
上

持ってい

ない・

使ってい

ない

無回答

ｎ

281

281

281

① スマートフォン

② タブレット

③ ＰＣ

（％）
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インターネットの利用で遭遇したことについては、「迷惑メッセージやメールが送

られてきたことがある」（３４．２％）が最も多く、次いで「ネットで知り合った人

とメッセージのやり取りをした」（２９．５％）、「知らない人や店からメッセージな

どが来た」（２８．８％）などとなっています。 

他の人と容易につながることができるようになった反面、トラブルに巻き込まれ

やすい環境になっているといえます。また、インターネットの場合、トラブルにな

っても表面化しにくいという特徴もあることから、ペアレンタルコントロール 8、フ

ィルタリング 9や利用におけるルールづくりといった各家庭における基本的な取組は

もちろんのこと、どのようなトラブルがあるのかといった基本的な知識の習得、周

囲の人に相談しやすい環境づくりなどがさらに重要になっています。 

インターネットの利用で遭遇したこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 子どもの安全のために保護者がインターネット利用環境を整えること。 
9 青少年を違法・有害情報との接触から守り、安心して安全にインターネットを利用する手助け

をするサービスのこと。 

34.2
29.5

28.8

23.1

11.4

9.3

6.8

6.0

5.0

4.3

3.2

2.8

1.4

0.4

30.2

7.1

0 10 20 30 40

迷惑ﾒｯｾｰｼﾞやﾒｰﾙが送られてきたことがある

ﾈｯﾄで知り合った人とﾒｯｾｰｼﾞのやりとりをした

知らない人や店からﾒｯｾｰｼﾞなどが来た

ネットにのめりこみ勉強や睡眠不足になった

SNS等で自分の情報を書き込んだことがある

親に話しにくいサイトを見たことがある

悪口などのﾒｯｾｰｼﾞやﾒｰﾙを書き込みをされた

ネットで知り合った同性と会ったことがある

ｹﾞｰﾑやｱﾌﾟﾘでお金を使いすぎたことがある

SNS等で他人の情報を書き込んだことがある

ネットで知り合った異性と会ったことがある

ネットで知り合った人との人間関係で悩んだ

悪口などのﾒｯｾｰｼﾞやﾒｰﾙを書き込みをした

その他

あてはまるものはない

無回答

（％）n=281
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④ 食事 

朝食の欠食率は４．６％、夕食の欠食率は０．４％となっています。 

また、夕食を家族と一緒に「食べない」人は３．２％となっています。中高生に

おいても、「孤食 10」状態にあるケースがわずかではあるものの見られます。 

朝食・夕食を食べる頻度 

単位：％ 

 週７日 週４～６日 週１～３日 週１日未満 食べない 

朝食 ６８．０ １７．１ ６．４ １．８ ４．６ 

夕食 ９０．７ ３．６ ０．７ ０．０ ０．４ 

家族と一緒に夕食

を食べる頻度 
４９．５ ２４．６ １８．１ １．１ ３．２ 

 

 

⑤ 悩みを相談できる人 

悩みを相談できる人が「いない」人の割合は、６．８％となっています。特に中

学３年生、高校１年生では「いない」が１割以上を占めており、他の年齢層よりも

高くなっています。 

悩みを相談できる人の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 一日のすべての食事を一人で食べている状況のこと。 

77.6 6.8 13.9

1.8

75.0 8.3 14.2

2.5

79.4 5.8 13.5

1.3

69.6

4.3

26.1

0.0

84.3

0.0

13.7

2.0

73.3 10.0 16.7

0.0

77.8 13.0 9.3

0.0

78.0

4.9

14.6

2.4

80.0

2.5

12.5

5.0

いる いない わからない 無回答
ｎ

281

120

155

23

51

60

54

41

40

性
別

学
年

全体

男性

女性

中学１年生

中学２年生

中学３年生

高校１年生

高校２年生

高校３年生

（％）
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第３節 「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況 

平成２６年３月に策定した「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」（以下「第２次プ

ラン」という。）は、「健康寿命を伸ばし すこやかに暮らせるまち」を基本理念に

掲げ、生活習慣病の予防や健康維持に向けた環境の整備に努め、健康的な生活習慣

や食生活の定着を目指し、誰もがすこやかに暮らせるまちを目指してきました。基

本理念の実現に向けて、４つの基本的方向を定め、９分野の目標と５８の評価指標

を設定して健康づくりの推進を図りました。評価基準は以下のとおりです。 

評価基準 

達成度 概要 

Ａ 現状値が目標に達した（１００％以上） 

Ｂ 現状値が目標に達していないが改善傾向にある 

Ｃ 
現状が変わらない（達成率が概ね±５％以内） 

※達成率＝（策定時の値－現状値）／（策定時の値－目標値）×１００ 

Ｄ 現状値が悪化している 

Ｅ 
目標設定時以降、調査等が実施されていない等の理由で現時点では評価でき

ない 

（注）達成率の算出方法は、健康ちば２１（第２次）中間評価報告書で使用されている指標に基づく。 
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目標別の達成状況については次のとおりです。 

達成状況 

目標 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 Ｅ評価 合計 

（１）がん １ ０ ０ ８ ０ ９ 

（２）循環器 ２ ３ １ ２ ０ ８ 

（３）糖尿病 １ １ ０ ２ ０ ４ 

（４）生活習慣病発症予防のための

栄養・食生活支援 
３ ５ ０ ８ ０ １６ 

（５）家庭・地域における食育の推

進と健康づくり 
２ ０ ０ ０ ０ ２ 

（６）身体活動・運動 １ １ ０ ２ ０ ４ 

（７）飲酒・喫煙 ３ ３ ０ ０ ０ ６ 

（８）歯・口腔 ３ ２ ０ ２ ０ ７ 

（９）休養・こころの健康 １ １ ０ ０ ０ ２ 

合計 １７ １６ １ ２４ ０ ５８ 
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（１）がん 

全９指標のうち、Ａ評価が１、Ｄ評価が８となっています。 

新型コロナウイルス感染症の影響によりがん検診受診者数が減少し、策定時の値

より下回っています。７５歳未満のがんの年齢調整死亡率 11については減少していま

す。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況（分野 がん） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

７５歳未満のがんの年齢調整

死亡率 
７８．２ 減少 ６２．３ 

千葉県衛生統計年報

（平成２９ー令和３

年度）５か年 

Ａ 

胃がん検診受診率（４０歳以

上男性） 
２３．７％ ４０％ １５．６％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

胃がん検診受診率（４０歳以

上女性） 
２２．３％ ４０％ １３．８％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

肺がん検診受診率（４０歳以

上男性） 
３６．７％ ４０％ ２５．３％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

肺がん検診受診率（４０歳以

上女性） 
３７．５％ ４０％ ２５．４％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

大腸がん検診受診率（４０歳

以上男性） 
２８．４％ ４０％ １７．８％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

大腸がん検診受診率（４０歳

以上女性） 
２８．１％ ４０％ １６．８％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

乳がん検診受診率（３０歳以

上女性） 
２７．７％ ５０％ ２６．５％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

子宮がん検診受診率（２０歳

以上女性） 
３２．０％ ５０％ ２９．６％ 

令和４年度市がん検

診事業受診率 
Ｄ 

 

 

（２）循環器 

全８指標のうち、Ａ評価が２、Ｂ評価が３、Ｃ評価が１、Ｄ評価が２となってい

ます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛による生活様式の変化、医療機

関への受診控え等がありましたが、感染症法上の５類移行後は改善傾向にあると見

られます。 

女性の虚血性心疾患年齢調整死亡率は増加傾向ですが、脳血管疾患年齢調整死亡

率は改善傾向が見られます。 

また、Ⅱ度高血圧以上の者の割合を見ると依然として高い状況が続いています。

男性の虚血性心疾患年齢調整死亡率や女性の脳血管疾患年齢調整死亡率については

改善傾向がみられます。 

 
11 年齢構成の異なる集団について死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡率。 
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「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況（分野 循環器） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

脳血管疾患年齢調整死亡率

（男性） 
５０．３ ４１．６ ３１．７ 

千葉県衛生統計年報

（平成２９ー令和３

年度）５か年 

Ａ 

脳血管疾患年齢調整死亡率

（女性） 
３０．３ ２０．０ ２２．１ 

千葉県衛生統計年報

（平成２９ー令和３

年度）５か年 

Ｂ 

虚血性心疾患年齢調整死亡率

（男性） 
２４．６ １６．０ １６．３ 

千葉県衛生統計年報

（平成２９ー令和３

年度）５か年 

Ｂ 

虚血性心疾患年齢調整死亡率

（女性） 
１０．０ １３．７ １１．４ 

千葉県衛生統計年報

（平成２９ー令和３

年度）５か年 

Ａ 

メタボリックシンドローム 12

の予備群・該当者の減少（４

０～７４歳） 

３１．０％ 

(１，７２３人) 

平成２０年と 

比べて２５％減 
３４．９％ 

ＫＤＢ帳票「地域の

全体像」 
Ｄ 

適正体重を維持している人の

増加 
７２．８％ ７５％以上 ７１．７％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査 

Ｄ 

高血圧の改善（Ⅱ度高血圧

（１６０／１００）以上の者

の割合） 

６．７％ 減少 ７．２％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査 

Ｃ 

脂質異常症の減少（ＬＤＬ13

１６０以上の者の割合） 
９．８％ 

８％台に 

近づける 
９．２％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査 

Ｂ 

 

 

（３）糖尿病 

全４指標のうち、Ａ評価が１、Ｂ評価が１，Ｄ評価が２となっています。 

血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合や糖尿病治療継続者の

割合などは目標値には達していませんが、糖尿病有病者は減少しています。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況（分野 糖尿病） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

糖尿病有病者の増加の抑制 １０．８％ 減少 １０．０％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査 

Ａ 

血糖コントロール指標におけ

るコントロール不良者の割合

の減少（ＨｂＡ１ｃ14がＪＤ

Ｓ値８．０％以上の者の割

合） 

１．２％ １．０％ １．３％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査 

Ｄ 

糖尿病治療継続者の割合の増

加 
３４．９％ ４５％ ３６．７％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査 

Ｂ 

合併症（糖尿病性腎症 15によ

る年間新規人工透析導入患者

数）の減少 

８人 減少 １５人 
令和４年度身体障害

者手帳交付台帳 
Ｄ 

 
12 内臓脂肪が過剰に蓄積されていることに加えて、高血圧、高血糖、脂質異常などの代謝異常が

みられる状態のこと。 
13 低比重リポタンパク質の略で、悪玉コレステロールとも呼ばれる。 
14 赤血球の中で体内に酸素を運ぶ役目のヘモグロビンと、血液中のブドウ糖が結合したもの。 
15 糖尿病に伴って起こる腎臓の病気で腎臓の機能が低下した症状。 
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（４）生活習慣病発症予防のための栄養・食生活支援 

全１６指標のうち、Ａ評価は３、Ｂ評価は５、Ｄ評価は８となっています。 

食育に関心のある市民の割合は増加しました。 

また、妊娠時の適正体重を維持している者の割合、全出生数中の低出生体重児 16の

割合は悪化しています。 

中学２年生女子を除く子どもから成人において肥満傾向にある者の割合が増加し

ています。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況 

（分野 生活習慣病発症予防のための栄養・食生活支援） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

食育に関心のある市民の割合

の増加 
５８％ ７０％ ６７．７％ 

令和４年度成人生活

習慣調査 
Ｂ 

妊娠時の適正体重を維持して

いる者の増加 
７６．２％ 増加 ７５．０％ 

令和４年度妊娠届出

書（ＢＭＩ17） 
Ｄ 

全出生数中の低出生体重児の

割合の減少 
７．６％ 減少 ８．１％ 

令和３年千葉県衛生

統計年報（君津健康

福祉センター事業年

報と同数字。保健所

年報が出ていないた

め県年報の数字を使

用） 

Ｄ 

肥満傾向にある子どもの割合

減少（小学５年生）男子 
１５．５％ １０％以下 １６．６％ 

令和４年度児童生徒

定期健康診断集計表 
Ｄ 

肥満傾向にある子どもの割合

減少（小学５年生）女子 
６．７％ ５％以下 １３．３％ 

令和４年度児童生徒

定期健康診断集計表 
Ｄ 

肥満傾向にある子どもの割合

減少（中学２年生）男子 
６．９％ ５％以下 １５．８％ 

令和４年度児童生徒

定期健康診断集計表 
Ｄ 

肥満傾向にある子どもの割合

減少（中学２年生）女子 
１０．２％ ７％以下 ６．９％ 

令和４年度児童生徒

定期健康診断集計表 
Ａ 

肥満（ＢＭＩ２５以上）にあ

る者の減少（４０歳～６４

歳）男性 

３１．１％ ２２％以下 ４２．６％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ｄ 

肥満（ＢＭＩ２５以上）にあ

る者の減少（４０歳～６４

歳）女性 

２４．１％ １７％以下 ２４．７％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ｄ 

朝食を欠食する市民の割合の

減少（１歳６か月児） 
１．１％ ０％を目指す ０．４０％ 

令和４年度袖ケ浦市

１歳６か月健康診査 
Ｂ 

朝食を欠食する市民の割合の

減少（３歳児） 
１．１％ ０％を目指す ０．３７％ 

令和４年度袖ケ浦市

３歳児健康診査 
Ｂ 

朝食を欠食する市民の割合の

減少（小学生） 
４．１％ ０％を目指す ２．６％ 

全国学力・学習状況

調査 
Ｂ 

朝食を欠食する市民の割合の

減少（中学生） 
６．３％ ０％を目指す ５．３％ 

全国学力・学習状況

調査 
Ｂ 

朝食を欠食する市民の割合の

減少（成人） 
４．５％ 減少 ８．４％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ｄ 

１日１回は家族そろって食事

をする者の割合の増加（１歳

６か月児） 

８０．０％

（中間評価

時の値） 

増加 ８１．３％ 

令和４年度袖ケ浦市

１歳６か月児健康診

査 

Ａ 

 
16 2,500g 未満で生まれた新生児で、原因は早産や胎児発育不全などがある。 
17 ボディマス指数と呼ばれており、体重と身長から算出される体格を表す指数のこと。 
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目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

１日１回は家族そろって食事

をする者の割合の増加（３歳

児） 

８６．２％

（中間評価

時の値） 

増加 ８９．２％ 
令和４年度袖ケ浦市

３歳児健康診査 
Ａ 

 

（５）家庭・地域における食育の推進と健康づくり 

全２指標のうち、Ａ評価が２となっています。 

食育推進については一定の成果が表れています。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況 

（分野 家庭・地域における食育の推進と健康づくり） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

農畜産物直売所における市内

農畜産物等の売上割合 

５２．５％

（中間評価

時の値） 

５５％ ５６．０％ 
令和４年度施策の成

果 
Ａ 

学校給食における地場産物 18

（野菜）を使用する割合の増

加 

２４．２％ ３０％ ３４．１％ 
令和４年度生鮮野菜

の地産地消率 
Ａ 

 

 

（６）身体活動・運動 

全４指標のうち、Ａ評価が１、Ｂ評価が１、Ｄ評価が２となっています。 

日常生活のなかで意識的に運動をしている人の割合や「袖ケ浦市いきいき百歳体

操」の参加者数については、減少しています。 

ロコモティブシンドローム 19の認知度は目標を下回ったものの、改善しています。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況（分野 身体活動・運動） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

日常生活のなかで意識的に運

動をしている（いつも＋

時々） 

６２．９％ ７０％ ５２．９％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ｄ 

日常生活のなかで、１日３０

分以上の運動をする（週２回

以上） 

４１．７％ 増加 ４２．５％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ａ 

ロコモティブシンドロームの

認知度（言葉も意味も知って

いる＋言葉を知っていて意味

も大体知っている） 

８．１％ ８０％ ２０．２％ 
令和４年度成人生活

習慣調査 
Ｂ 

「袖ケ浦市いきいき百歳体

操」の普及を拡大 

１，２０９人

（中間評価

時の値） 

増加 １，０９９人 令和４年度事業実績 Ｄ 

 

 

 
18 その地域で生産された農林水産物や加工品のこと。 
19 運動器の障害のために立ったり歩いたりするための身体能力（移動機能）が低下した状態のこ

と。 
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（７）飲酒・喫煙 

全６指標のうち、Ａ評価が３、Ｂ評価が３となっています。 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者については男女ともに減少して

います。 

ＣＯＰＤ20の認知度は、上昇傾向となっています。 

妊娠中の飲酒、喫煙は、ともに改善傾向が伺えます。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況（分野 飲酒・喫煙） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している者（１日当

たりの純アルコール摂取量が

４０ｇ以上の者）の割合の減

少 男性 

２８．０％ 減少 １１.８％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ａ 

生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している者（１日当

たりの純アルコール摂取量が

２０ｇ以上の者）の割合の減

少 女性 

３０．３％ 減少 ６．７％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ａ 

妊娠中の飲酒をなくす ２．９％ 
０％に 

近づける 
０．８％ 

令和４年度妊娠届出

書 
Ｂ 

妊娠中の喫煙をなくす ３．４％ 
０％に 

近づける 
２．８％ 

令和４年度妊娠届出

書 
Ｂ 

成人の喫煙率の減少 １３．９％ １２．０％ １２．５％ 

令和４年度袖ケ浦市

国民健康保険特定健

康診査質問票 

Ｂ 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾

患）の認知度の向上 
１１．０％ 増加 ２７．９％ 

令和４年度成人生活

習慣調査 
Ａ 

 

 

 
20 慢性閉塞性肺疾患の略称で、喫煙や有害物質の吸入によって気管支や肺胞が炎症を起こし、呼

吸障害を引き起こす病気。 
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（８）歯・口腔 

全７指標のうち、Ａ評価が３、Ｂ評価が２、Ｄ評価が２となっています。 

新型コロナウイルス感染症対策により施設で行う昼食後の歯磨き実施施設数の減

少などが懸念されますが、乳幼児・児童生徒のう蝕 21予防は一定の成果が表れていま

す。 

進行した歯周炎がある者の割合は、４０代、６０代ともに悪化しています。また、

過去１年間に歯科健康診査を受診した者の割合が増加傾向にあります。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況（分野 歯・口腔） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

３歳児でう歯 22の無い者の割

合 
８０．７％ ８０％以上 ９２．６％ 

令和４年度袖ケ浦市

３歳児歯科健康診査 
Ａ 

１２歳児１人平均う歯数 １．６５本 １．０本以下 １．１本 
令和４年度児童定期

健康診断 
Ｂ 

進行した歯周炎がある者の割

合（４０代） 
３０．６％ ２５％以下 ４６．２％ 

令和４年度袖ケ浦市

成人歯科健康診査 
Ｄ 

進行した歯周炎がある者の割

合（６０代） 
４２．４％ ４５％以下 ４６．５％ 

令和４年度袖ケ浦市

成人歯科健康診査 
Ｄ 

４０歳で喪失歯の無い者の割

合 
７０．５％ ７５％ ８４．６％ 

令和４年度袖ケ浦市

成人歯科健康診査 
Ａ 

６０歳で２４本以上の自分の

歯を有する者の割合 
８１．７％ ８５％ ８６．０％ 

令和４年度袖ケ浦市

成人歯科健康診査 
Ａ 

過去１年間に歯科健康診査を

受診した者の割合 
２６．５％ ５５％ ２９．７％ 

令和４年度袖ケ浦市

成人歯科健康診査 
Ｂ 

 

 

（９）休養・こころの健康 

全２指標のうち、Ａ評価が１、Ｂ評価が１となっています。 

自殺者数は中間評価時よりも減少しています。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」の達成状況 

（分野 休養・こころの健康） 

目標項目 策定時の値 
目標値 

（令和４年度） 
実績値 出典 達成度 

ストレスを感じた人のうち、

処理ができている人の増加 
５９．９％ 増加 ６２．２％ 

令和４年度成人生活

習慣調査 
Ａ 

自殺者の減少 

Ｈ２５－２９ 

合計５８人

(年平均１

１．６人) 

（中間評価

時の値） 

Ｈ３０－３４ 

合計４０人(年平

均８人)以下 

Ｈ２９－Ｒ３ 

合計４４人

（年平均

８．８人） 

地域自殺実態プロフ

ァイル２０２２（更

新版） 

Ｂ 

 

 
21 歯の実質欠損の中で、生物的要因（口腔内の細菌が糖質から作った酸による歯の脱灰など）が

原因であるもの。 
22 一般的にむし歯と呼ばれているもの。歯の表面のカルシウムが溶けることにより茶色や黒色に

変色したり、穴ができたりする病気。 
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第４節 国の動向 

（１）健康日本２１（第三次）の策定 

厚生労働省は、令和５年５月に「健康日本２１（第三次）」を推進する上での基本

方針を公表しました。 

この中では、新たな「健康日本２１（第三次）」の全体像を示しています。「全て

の国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンに掲げ、

この実現のための基本的な方向に①健康寿命の延伸と健康格差 23の縮小、②個人の行

動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチ 24を踏まえ

た健康づくりの４つを定めています。 

また、「誰一人取り残さない健康づくり（Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ）」と「より実効性

をもつ取組（Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ）」が盛り込まれ、国民を対象としてそ

れぞれの属性に合わせた施策の展開、施策効果の測定と測定結果の活用による施策

の改善が求められるようになっています。 

「健康日本２１（第三次）」の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 住んでいる地域や所得・職業・教育歴といった社会経済状況の違いによって人々の健康状態に

差があること。 
24 病気やリスクの予防を、胎児期・幼少時から成熟期（生産期）、老年期までつなげて考えアプロ

ーチしようという動きのこと。 
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（２）第４次食育推進基本計画の策定 

農林水産省は、令和３年３月に「第４次食育推進基本計画」を策定しました。こ

の中では、重点事項として①生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、②持続

可能な食を支える食育の推進、③「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推

進の３つが基本的な方針（重点事項）とされています。 

また、世界的にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への関心が高まり、持続可能性

の観点からの食育も重視されていることから、国民の心身の健康と持続可能な食を

相互に連携して総合的に食育を推進することとしています。 

第４次食育推進基本計画の概要 
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（３）自殺総合対策大綱の決定 

令和４年１０月に新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。この中で

は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」を基本理念として、

社会の問題として自殺問題に取り組む国の方向性を示しています。今後５年間に取

り組むべき施策として、①子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化、②女性に

対する支援の強化、③地域自殺対策の取組強化、④総合的な自殺対策の更なる推

進・強化の４つが位置付けられています。 

自殺対策基本法が成立した平成１８年以降、自殺者数は３分の２程度まで減少し、

一定の効果を示したと考えられるものの、女性の自殺が２年連続で増加し、小中高

生の自殺が過去最多の水準となるなど、解決すべき課題が残されています。 

第４次自殺総合対策大綱の概要 
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自殺総合対策大綱のポイント 
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第５節 袖ケ浦市における課題 

（１）がん検診の受診率向上 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」で掲げた各種がん検診の受診率は、いずれも

目標を下回りました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、受診しに

くい情勢が長く続いたこともあり、「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」策定時の受

診率よりも低下しています。一方で、がんは日本人の死因で最も多く、生涯のうち、

２人に１人ががんに罹患すると推計されています。がんは進行することで治りにく

く、がんそのものやがんの治療による身体への負担も大きくなります。早期発見・

早期治療につなげるためにも、がん検診の受診率向上を図る必要があります。 

 

（２）循環器疾患・糖尿病対策 

各年齢階層別での医療費上位５疾患を見ると、４０歳以上では、腎不全、その他

の心疾患、糖尿病といった生活習慣病が上位を占めている状況にあります。成人生

活習慣調査でも、治療中または指摘されている疾病として、「高血圧症」が２８．

９％となっています。また、「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」で掲げた糖尿病に

関する４つの指標のうち２つがＤ評価と、目標未達成の項目が多くなっています。 

体重は、各ライフステージにおいて、日本人の主要な生活習慣病や健康状態との

関連が強いことが確認されています。 

体重の増加、特に肥満は、がん、循環器疾患、２型糖尿病等の生活習慣病との関

連があり、肥満を放置することで、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病

が悪化するほか、筋肉量や骨量の減少が加わると運動機能が低下し、要介護状態と

なる要因にもなります。 

その一方、若年女性の過度なやせは、骨量減少、低出生体重児出産のリスクを高

め、高齢者においては、適正な体重を下回る状態は、肥満よりも死亡率が高くなる

ことがわかっています。 

各世代における肥満傾向の増加や、食生活に起因する課題が多い本市においても、

体重の適正な管理が課題であることが伺えます。 

生活習慣病の予防には、医療機関の受診や適切な服薬治療を行うことが必要です。

これに加え、運動習慣の確立や食生活の改善などを図ることで、体重を適正に管理

することが、循環器疾患・糖尿病対策につながります。 

 

（３）生活習慣病予防のための食生活改善 

栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また、人々が健

康な生活を送るためには欠かすことのできない営みであり、多くの生活習慣病の予

防・重症化予防のほか、やせや低栄養等の予防を通じた生活機能の維持・向上の観

点からも重要です。 
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「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」では、生活習慣病発症予防のための栄養・食

生活支援分野に掲げた指標の多くを達成していません。食の実態は、年齢や職業、

家庭や生活環境等の状況により、多様化しています。市民が生涯にわたって健全な

心身を培い、豊かな人間性を育むためには、妊産婦や、乳幼児から高齢者に至るま

で、各世代の課題や多様な暮らしに対応した、切れ目のない、生涯を通じた食育を、

関係機関と連携を図り推進することが重要です。 
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第３章 袖ケ浦市が目指す健康づくり 

第１節 基本理念 

本市では、市の最上位計画である「袖ケ浦市総合計画」において、健康・医療・

福祉におけるまちづくりの方針として「支え合いと支援のもとで健やかに暮らせる

まちづくり」を位置付けています。また、「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」では、

「健康寿命を伸ばし すこやかに暮らせるまち」を基本理念とし、市民の健康づく

りを支援してきました。 

これまでの取組を継承しつつ、さらに推進していくため、「市民一人ひとりがすこ

やかで心豊かに暮らせるまち」を基本理念とし、すべての市民が心身の健康に関心

を持ち、健康づくりに主体的に取り組める環境の構築と充実を図ります。 

基本理念 

市民一人ひとりがすこやかで 

心豊かに暮らせるまち 
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第２節 基本的方向と施策体系 

（１）基本的方向１：生活習慣病の予防と改善 

厚生労働省「令和３年人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、日本人

の死因の第１位は悪性新生物（２６．５％）、第２位は心疾患（１４．９％）です。

これらは食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与するいわゆる

「生活習慣病」です。本市においても、がんによる死亡者が最も多くなっています。 

また、循環器疾患や糖尿病などは、健康寿命を縮めるのみならず、重症化すると

様々な合併症を引き起こすことがあり、健康状態を著しく悪化させる原因となりま

す。 

検（健）診の受診勧奨や特定保健指導の実施、健康づくりに関する広報等を通じ

て、がん、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化の予防に努めるとと

もに、市民の主体的な健康づくりを支援していきます。 

また、健康増進法の一部改正（平成３０年７月成立）により、地方公共団体にお

いて、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図る必要があり

ます。アンケート結果でも、職場や飲食店、コンビニやスーパーマーケットなどで

受動喫煙が“あった”と回答した人の割合が高くなっています。屋内原則禁煙、 

２０歳未満は喫煙エリアに立入禁止など、基本的なルールの周知を図ります。 
 

（２）基本的方向２：健康的な食生活の定着と食の理解（食育推進計画） 

食は命の源であり、食事をおいしく楽しく食べ、健全な食生活を実践することは、

生涯にわたって健康で心豊かな生活を送るためには欠かせないものです。 

しかし、近年の市民の食生活をめぐる環境は大きく変化し、食生活の乱れや栄養

の偏りに起因するやせや肥満、生活習慣病の増加、食品ロスの増加、伝統的な食文

化の危機、食の安全や食料の海外依存等、様々な問題が生じています。 

このような問題を解決するため、国は平成１７年に「国民が生涯にわたって健全

な心身を培い、豊かな人間性を育む」ことを目的として、食育基本法を制定しまし

た。以降、食育基本法に基づき、「食育推進基本計画」が策定され、令和３年３月に

は「第４次食育推進基本計画」が策定されました。 

市では、健康の保持・増進を図るためには、適切な栄養摂取や望ましい食生活を

送ることが大切とし、「健康的な食生活の定着と食の理解」を食育の基本的方針とし、

主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスに配慮した食事や規則正しい食生活

の重要性を市民に広く周知するとともに、その実践に向けて、食育活動等を実施し

ます。 

また、本市は農業が盛んであり、ダイコンやレタス、インゲン、落花生等様々な

野菜の産地であることから、市民の地場産物に対する関心と理解を深めるとともに、

郷土料理や伝統料理、地域の食や地産地消についても広く周知していきます。 
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（３）基本的方向３：すべての人が心豊かに暮らせるまちづくり（自殺対策計画） 

かつて、自殺は「個人の問題」として認識されることがほとんどであり、厚生労

働省におけるうつ病対策や職場のメンタルヘルス対策など、局所的に実施されてい

る施策が中心でしたが、平成１８年の「自殺対策基本法」の施行により、広く社会

の問題として意識されるようになり、国を挙げた自殺対策の総合的な推進に方針が

転換されました。令和４年には「第４次自殺対策総合大綱」が新たに閣議決定され、

子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化や女性に対する支援の強化、地域自殺

対策の取組強化などが盛り込まれています。 

自殺に至るまでには様々な要因が複合的に連鎖しており、対症療法的な支援では

課題の解決は困難です。公的な支援のみならず、地域における相互の助け合いなど

を含め、それぞれのケースに合わせた適切な支援と、必要とする人へ包括的に提供

できるようにするため、体制の強化を図ります。 
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施策体系 

基本 
理念 

  基本的方向   施策 

       

市
民
一
人
ひ
と
り
が
す
こ
や
か
で
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
｟
健
康
増
進
計
画
｠ 

     
（１）がん対策の推進 

     

     
（２）循環器疾患の予防と改善 

     

     

（３）糖尿病の予防と改善 
     

  
基本的方向１ 

生活習慣病の予防と改善 

  
（４）飲酒・喫煙対策の推進と

受動喫煙対策の強化     

     
（５）歯・口腔の健康づくり 

     

     

（６）運動習慣の確立 
     

     
（７）市民の主体的な健康づく

りを支援する環境の整備      

      

     
（１）生活習慣病の発症予防の 

ための栄養改善   基本的方向２ 

健康的な食生活の定着と食の

理解（食育推進計画） 

  

    

（２）食育の推進と環境づくり 
     

      
     

（１）地域におけるネットワー

クの強化      

     
（２）自殺対策を支える人材の

育成      

  基本的方向３ 

すべての人が心豊かに暮らせるま

ちづくり（自殺対策計画） 

  

（３）市民への啓発と周知 
    

     
（４）生きることの促進要因へ

の支援      

     
（５）子どもたちが健やかに育

つ環境づくりの推進      
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第４章 施策の展開 

基本的方向１ 生活習慣病の予防と改善 

（１）がん対策の推進 

日本においては、がんは昭和５６年より死因の第１位となっており、令和３年に

は年間約３８万人ががんで亡くなっています。生涯のうち、２人に１人ががんに罹

患すると推計され、非常に身近な病気となりました。令和４年度のＫＤＢ（国保デ

ータベース）によると、袖ケ浦市では、がんによる死亡数割合は５割以上を占めて

おり、千葉県や国よりも高い割合となっています。 

厚生労働省では、令和５年３月に「がん対策推進基本計画」を策定し、「誰一人取

り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」を全体目標に掲

げ、「がん予防」、「がん医療」、「がんとの共生」の３分野における取組を定めていま

す。 

「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」でも、各種がん検診の受診率の向上に努めて

きましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大等もあり、受診率はいずれも目標に

達していません。 

国や県の動向を踏まえつつ、がんの発症を予防するとともに、その重症化を予防

するため、生活習慣の見直しを市民に対して働きかけるとともに、がん検診が受診

しやすい環境の整備や周知を図る必要があります。 

主な取組 

主な取組 概要 

① がん検診の個別受診勧

奨【健康推進課】 

がん検診の受診対象者に対し、通知を送付するな

ど、個別の受診勧奨を行います。 

② がん検診に関する広報

の充実【健康推進課】 

広報やホームページを活用した普及啓発に取り組み

ます。 

③ がん検診を受診しやす

い環境づくり【健康推

進課】 

受診者の利便性に配慮し、休日及び夜間検診の実施

や、わかりやすい申込み手続きと情報アクセシビリテ

ィ 25の向上に努めます。 

④ がん発症予防及び重症

化予防のための取組の

推進【健康推進課】 

がん発症予防のため、適切な生活習慣についての周

知や、がんに関する講演会を実施し、市民一人ひとり

が予防を実践できるよう、取組を進めます。また、精

密検査が必要な人は確実に受診するよう、受診勧奨の

強化を図ります。 

 
25 身体障がい者や高齢者を含め、誰もがＩＣＴ機器や通信サービスを円滑に利用できるようにす

るための機能。 
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成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

７５歳未満のがんの年齢調整死亡率 ６２．３ 減少 

胃がん検診受診率（４０歳以上） ６．７％ 現状維持 

肺がん検診受診率（４０歳以上） １１．７％ 現状維持 

大腸がん検診受診率（４０歳以上） ８．２％ 現状維持 

乳がん検診受診率（３０歳以上女性） １３．９％ 現状維持 

子宮がん検診受診率（２０歳以上女性） １４．９％ 現状維持 

（注）本プランから受診率の算出方法を変更（受診者を住民基本台帳人口で除した数）。 
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（２）循環器疾患の予防と改善 

脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環器病」という。）は、日本の主要な

死亡原因となっています。令和３年の人口動態統計（厚生労働省）によると、心疾

患は死亡原因の第２位、脳血管疾患は第４位であり、両者を合わせると、悪性新生

物（がん）に次ぐ死亡原因となっており、年間３１万人以上の国民が亡くなってい

ます。袖ケ浦市でも、心臓病や脳疾患による死亡数割合はそれぞれ第２位、第３位

となっています。 

厚生労働省は、令和５年３月に「第２期循環器病対策推進基本計画」を策定し、

「２０４０年までに３年以上の健康寿命の延伸及び循環器病の年齢調整死亡率の減

少」を全体目標に掲げ、「循環器病の予防や正しい知識の普及啓発」、「保健、医療及

び福祉に関するサービスの提供体制の充実」、「循環器病の研究推進」の３つの個別

施策の推進を図ることとしています。 

本市が実施した成人生活習慣調査では、治療中または指摘されている疾病として

「高血圧症」が上位となっています。引き続き、発症予防と重症化予防の２つを基

本に、循環器疾患の危険因子である高血圧、脂質異常の改善を図ります。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 健康診査及び特定健康

診査受診率の向上【保

険年金課・健康推進

課】 

各種健康診査会場や広報、ＳＮＳなどを通じた各種

健康診査を受診する重要性の啓発や、市が実施する若

年期の健康診査（３０～３９歳の者）受診者が、各医

療保険者で実施する特定健康診査（４０歳以上７４歳

以下の者）へ継続受診できるよう、特定健康診査の制

度周知や受診勧奨を行うことで、受診率の向上を目指

します。 

また、国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康

診査の受診勧奨を図ります。 

さらに、特定健康診査未受診者への受診勧奨を引き

続き実施します。 

② 保健指導対象者の明確

化【健康推進課】 

各種健康診査会場や広報・ＳＮＳなどを通じて特定

保健指導の制度の周知を図り、保健指導対象者を明確

にします。 

また、特定健康診査受診後には、特定保健指導対象

者に向けた通知を行います。生活習慣病の重症化予防

の視点から、３０～３９歳や生活保護世帯での健康診

査希望者には、健康診査の実施及び結果通知について

も強化します。 
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③ 循環器疾患の発症予防

と重症化予防【健康推

進課】 

各種健康診査等の結果に基づき、市民一人ひとりが

自分で健康管理を行うことができるよう、健康相談、

家庭訪問、健康教育など様々な機会を通じて保健指導

を積極的に推進します。 

④ すこやか相談の開催

【健康推進課】 

市民による健診結果の相談や栄養相談、歯や口腔に

関する相談に対応する、すこやか相談を開催します。 

成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

脳血管疾患年齢調整死亡率（男性） ３１．７ 減少 

脳血管疾患年齢調整死亡率（女性） ２２．１ 減少 

虚血性心疾患年齢調整死亡率（男性） １６．３ 減少 

虚血性心疾患年齢調整死亡率（女性） １１．４ 減少 

特定健康診査受診率（４０～７４歳） ４８．４％ ５４．０％ 

特定保健指導実施率（４０～７４歳） ５８．７％ ６１．０％ 

メタボリックシンドロームの予備群・該当者の

減少（４０～７４歳） 
３４．９％ 減少 

高血圧の割合（Ⅱ度高血圧（１６０／１００）

以上の者の割合） 
７．２％ 減少 

脂質異常症の割合（ＬＤＬ１６０以上の者の割

合） 
９．２％ ８．０％ 
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（３）糖尿病の予防と改善 

糖尿病は、心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変といっ

た合併症によって、生活の質（ＱＯＬ：Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ）に多大

な影響を及ぼす疾患です。同時に、脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患と同様に、

社会経済的活力と社会保障制度の持続可能性にも多大な影響を及ぼします。 

「令和元年国民健康・栄養調査」では、糖尿病有病者数、糖尿病予備軍を合わせ

ると、全国で約２，２００万人いるとされています。袖ケ浦市の年齢階層別医療費

分析では６０代以上で上位を占めており、「袖ケ浦健康プラン２１（第２次）」にお

ける糖尿病対策では糖尿病性腎症による年間新規人工透析導入患者数が増加してい

ることから、より一層の糖尿病対策を推進していく必要があります。 

そのため、君津木更津医師会の協力のもと、「慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防連携委員

会（以下、委員会）」を設置し、「腎臓病地域連携パス（以下、連携パス）」を作成し、

かかりつけ医・専門医・行政が連携する仕組みを構築し、運用しています。 

今後も、連携パスを活用した取組を進めるとともに、医療機関と協力し、糖尿病

の発症予防と重症化予防を基本とする取組の推進を図ります。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 生活習慣の改善に向け

た指導の実施【健康推

進課】 

糖尿病の発症を予防するため、市民が適切な生活習

慣を身につけることができるよう、意識啓発やライフ

ステージに応じた生活習慣の指導を行います。 

② 特定健康診査の受診勧

奨【保険年金課・健康

推進課】 

特定健康診査を通じてメタボリックシンドロームを

減少させるなど、糖尿病の発症・重症化リスクの低減

を図ります。 

成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

糖尿病有病者の割合 １０．０％ 減少 

血糖コントロール指標におけるコントロール不

良者の割合（ＨｂＡ１ｃ値８．０％以上の者の

割合） 

１．３％ １．０％ 

糖尿病性腎症による年間新規人工透析導入患者

数 
１５人 減少 
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（４）飲酒・喫煙対策の推進と受動喫煙対策の強化 

アルコール飲料は、生活・文化の一部として広く親しまれています。一方で、過

度な飲酒を繰り返すことは、肝障害や膵炎、糖尿病、心疾患など、複数の疾患の発

症要因の一つとなるだけでなく、睡眠障害やうつなど、こころの問題を引き起こす

こともあります。また、妊婦による飲酒は、胎児性アルコール症候群 26や発育障害を

招きます。未成年の場合、飲酒はその心身の健やかな成長を阻害します。 

「健康日本２１（第二次）」において、①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒し

ている者（一日当たりの純アルコール摂取量が男性４０ｇ以上、女性２０ｇ以上の

者）の割合の減少、②未成年者の飲酒をなくす、③妊娠中の飲酒をなくす、の３つ

の目標を掲げてきました。いずれの目標も達成できず、特に①は女性で悪化してい

ると評価されています。一方で、市の第２次プランでは妊娠中の飲酒、喫煙ともに

改善傾向が伺えます。 

喫煙については、がん・循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患等）・ＣＯＰＤ（慢性

閉塞性肺疾患）・糖尿病・周産期の異常（早産、低出生体重児等）の原因となります。

喫煙開始年齢が早いほど、健康被害が大きく、ニコチン依存も強くなります。健康

増進法が令和２年に改正され、健康への悪影響が大きい子どもや若者をたばこの煙

から守るため、喫煙できる場所への２０歳未満の者の立ち入りが禁止されたほか、

屋内では原則禁煙とされるなど、受動喫煙対策の強化が図られています。 

本市が実施した成人生活習慣調査では、女性に比べて男性の飲酒率、喫煙率が高

くなっています。 

今後も、飲酒・喫煙に対する正しい知識を普及するとともに、禁煙外来の情報提

供などの取組を推進します。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 適正な飲酒行動に向け

た取組【健康推進課】 

様々な保健事業の場で、飲酒と生活習慣病について

の関係や飲酒のリスク等について、普及啓発を行いま

す。適度な飲酒に向けた個別指導も各健康診査の結果

に基づき行います。 

② 喫煙、受動喫煙防止に

向けた取組【健康推進

課】 

様々な保健事業の場で、禁煙に向けた助言や情報提

供による支援を行います。禁煙支援のための個別指導

も各健康診査の結果に基づき行います。ＣＯＰＤの知

識の普及に向け、情報提供等を行います。 

さらに、妊娠中の胎児に与える影響について、母子

健康手帳発行時の保健指導に併せ正しい知識の啓発を

行います。 

 
26 妊娠中の母親のアルコール摂取によって、胎児に先天的な障害が起こる病気。 
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成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している

者（１日当たりの純アルコール摂取量が男性４

０ｇ以上、女性２０ｇ以上の者）の割合 

９．３％ １０％以下 

妊娠中の飲酒率 ０．８％ 
０．０％ 

を目指す 

妊娠中の喫煙率 ２．８％ 
０．０％ 

を目指す 

成人の喫煙率 １２．５％ １２．０％ 
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（５）歯・口腔の健康づくり 

歯周疾患 27は、う蝕と並ぶ歯科の二大疾病の一つであり、歯周病菌が糖尿病や心筋

梗塞などの全身疾患を誘発・悪化させることがわかっています。歯や口腔の健康を

保つことは、単に食べ物を咀嚼するという点だけではなく、食事や会話を楽しむな

ど、豊かな人生を送るための基礎でもあります。 

成人生活習慣調査では、過去１年間に歯の健康診査を受診していない人の割合は

合わせて５割弱を占めており、特に若年層の受診率が低い傾向にあります。また、

令和４年度成人歯科健康診査では、進行した歯周炎のある人の割合は、４０代では

４６．２％、６０代では４６．５％と、いずれも目標値を上回っています。 

引き続き、歯や口腔の健康に関する知識の普及啓発を図るとともに、各種歯科健

康診査や歯科指導を実施します。 

う蝕と歯周疾患の予防に努め、歯周炎を有する者の割合の減少を目指します。 

主な取組 

主な取組 概要 

① ライフステージに対応

した歯・口腔ケアの推

進【健康推進課】 

市民のライフステージに応じた歯科疾患対策を行い

ます。 

② 歯科健康診査等の推進

【健康推進課】 

乳幼児歯科健康診査や歯科指導、成人期等における

定期的な歯科健康診査の定着等、健康診査の必要性の

理解と実践に向け、取組を進めます。 

③ 離乳食と歯の教室の開

催【健康推進課】 

乳児期の子どものいる保護者を対象に、生え始めの

歯の手入れの仕方などについて栄養士と歯科衛生士が

解説します。 

④ 幼児児童生徒歯科指導

事業【健康推進課】 

市内保育所（園）、幼稚園、小中学校において、歯

科指導を実施します。フッ化物洗口 28を市内施設で実

施します。 

成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

３歳児でう歯の無い者の割合 ９２．６％ 増加 

１２歳児１人平均う歯数 １．１本 １．０本以下 

進行した歯周炎 29がある者の割合（４０代） ４６．２％ ４０．０％ 

 
27 歯や歯茎に影響する病気の総称。 
28 フッ化物水溶液を用いてぶくぶくうがいをし、歯の表面にフッ化物を作用させて、むし歯を予

防する方法のこと。 
29 歯や歯茎に影響する病気の一種で、歯垢や歯石に含まれる細菌が歯茎や歯を支える骨に炎症を

起こすことで、歯がぐらついたり抜けたりする危険性がある病気。 
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項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

進行した歯周炎がある者の割合（６０代） ４６．５％ ４０．０％ 

過去１年間に歯科健康診査を受診した者の割合 ２９．７％ 増加 
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（６）運動習慣の確立 

身体活動量が多い人や、運動をよく行っている人は、虚血性心疾患、高血圧、糖

尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患率や死亡率が低いこと、また、身体活

動や運動が、メンタルヘルスや生活の質の改善に効果をもたらすことが認められて

います。高齢者においても、日常生活における歩行など身体活動が、寝たきりや死

亡を減少させる効果のあることが示されています。家事、庭仕事、通勤のための歩

行などの日常生活活動、余暇に行う趣味・レジャー活動や運動・スポーツなど、す

べての身体活動が健康に欠かせないものと考えられます。 

一方で、家事や仕事の自動化、交通手段の発達により身体活動量が長期にわたっ

て低下しており、これに加えて、食生活の変化なども生活習慣病増加の一因となっ

ています。本市が実施した成人生活習慣調査でも、日頃から身体を“動かしていな

い”人の割合は、５０代で最も高くなっており、中高年における運動習慣の定着が

課題となっていることがわかります。 

身体活動や運動の健康に対する効果についての知識は広く普及し、運動を実際に

行っている人の割合は微増しています。今後も運動習慣の定着に向け、運動の実施

方法の提供などを図ります。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 身体活動及びロコモテ

ィブシンドロームの普

及啓発【健康推進課】 

身体活動の増加や運動習慣の必要性についての知識

の普及・啓発の推進をライフステージや個人の健康状

態に応じて行います。また、「ロコモティブシンドロ

ーム 30」についての知識を普及します。 

② 運動習慣の定着のため

の取組の推進【健康推

進課】 

定期的な運動習慣の定着を図るため、健康増進施設

（健康づくり支援センター等）や運動施設の利用等の

提案を行います。 

③ 高齢者の保健事業と介

護予防の一体的実施

【保険年金課・健康推

進課・高齢者支援課】 

★ 

後期高齢者の保健事業について、高齢者が抱える健

康課題を把握し、国民健康保険の保健事業と介護保険

の地域支援事業を一体的に実施することで、フレイル
31予防や生活習慣病の重症化予防等に取り組みます。 

④ 総合型地域スポーツク

ラブ活性化事業【スポ

ーツ振興課】 

★ 

子どもから高齢者まで体を動かす機会と場を確保

し、また青少年の健全育成と地域住民のつながりを高

めるスポーツ環境を整備するため、総合型地域スポー

ツクラブの活動やクラブ間の交流活動を支援します。 

★は新規掲載事業を示す。 

 
30 運動器の障害のために立ったり歩いたりするための身体能力（移動機能）が低下した状態のこ

と。 
31 加齢によって心身の活力が低下し、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態のこ

と。健康な状態と要介護状態の中間にあたる。 
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成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

日常生活のなかで、１日３０分以上の運動をす

る（週２回以上） 
４２．５％ 増加 

「袖ケ浦市いきいき百歳体操」の普及を拡大 １，０９９人 増加 
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（７）市民の主体的な健康づくりを支援する環境の整備 

厚生労働省が令和５年５月に公表した「『健康日本２１（第三次）』を推進する上

での基本方針」では、健康への関心の薄い人を含めた幅広い世代が生活習慣を改め

られるようなアプローチの必要性や行政のみならず多様な主体を巻き込んだ健康づ

くりなどを視点に取り入れることで、「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実

効性を持つ取組の推進」に取り組むとしています。 

これまでの取組においても、ボランティアやＮＰＯ法人、事業者などの協力や、

医師会、歯科医師会、医療機関、健康づくり支援センター等の協力を得ながら市民

の健康づくりを支援してきましたが、引き続きこうした体制の強化を図ります。ま

た、国や千葉県等の動向を踏まえつつ、市民が主体的に健康づくりに取り組める環

境の整備に向けて検討します。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 「元気ちば！健康チャ

レンジ事業」による市

民の健康づくり支援

【健康推進課】★ 

千葉県が実施する「元気ちば！健康チャレンジ事

業」と連携し、健診の受診や健康教室などへの参加に

より、健康ポイントを付与し、一定以上の健康ポイン

トを貯めた市民等に対して、協賛店でサービスが受け

られる「ち～バリュ～カード」を交付します。 

また、本事業の協力事業者の拡大を図ります。 

② 自転車利活用推進事業

【土木管理課】★ 

令和５年６月に策定した「袖ケ浦市自転車活用推進

計画」に基づき、自転車活用による環境負荷の低減、

災害時の交通機能の維持、市民の健康増進を図るた

め、誰もが安全安心に自転車を利用できる環境の整備

を図ります。 

★は新規掲載事業を示す。 

成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

「ち～バリュ～カード」発行数 － １００枚 
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基本的方向２ 健康的な食生活の定着と食の理解（食育推進計画） 

（１）生活習慣病の発症予防のための栄養改善 

日本においては、料理の組み合わせからその食べ方までを含む「食事」という考

え方を中心として、様々な栄養政策が展開されています。この基本は「主食・主

菜・副菜」という考え方にあり、エネルギー源となる米等の「主食」、たんぱく質・

脂質等の供給源となる肉・魚等を中心とする「主菜」、ビタミン・ミネラル等の供給

源となる野菜・きのこ等を中心とする「副菜」を揃えることで栄養バランスを整え

やすくなります。 

一方で、食の西洋化、ライフスタイルの多様化、ファストフードを含む外食産業

の拡大などにより、栄養バランスに偏りが生じやすい環境となっています。成人生

活習慣調査でも、４０代以下では比較的食生活が乱れやすい傾向にあることが伺え

ます。また、思春期保健調査でも、朝食の欠食率は４．６％となっています。 

糖質や脂質、食塩などの過剰な摂取や不規則な食事は、生活習慣病の発症につな

がることから、子どもから大人まで幅広い年齢層を対象に、健康な食生活の重要性

を周知・啓発していくとともに、健診等によって把握された肥満あるいは肥満傾向

にある人に対する栄養指導等を実施します。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 健康的な食生活の定着

【健康推進課】 

栄養バランスの取れた食事や、食塩摂取量の減少な

ど、一人ひとりが食生活を見直し、健康的な食生活を

送ることができるよう支援します。 

② 生活習慣病予防と結び

つけた取組【健康推進

課】 

生活習慣病の予防に向け、食生活が重要な位置を占

めることから、生活習慣病と食生活についての意識啓

発を行います。 

③ ライフステージに応じ

た栄養指導の展開【健

康推進課】 

生涯にわたって健全な心身を培うため、関係機関と

食の実態に関する課題を共有し、乳幼児期から高齢期

に至るまで切れ目のない栄養指導を展開します。 

④ すこやか相談（母子）

【健康推進課】 

乳幼児、妊産婦を対象に、身体計測を行うほか、個

別相談に対応し、栄養や食生活、歯や口腔の健康など

に関する指導を行います。 
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成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

食育に関心のある市民の割合 ６７．７％ 
７０．０％ 

以上 

妊娠時の適正体重を維持している者の割合 ７５．０％ 増加 

全出生数中の低出生体重児の割合 ８．１％ 減少 

肥満傾向にある子どもの割合（小学５年生男

子） 
１６．６％ 

１０．０％ 

以下 

肥満傾向にある子どもの割合（小学５年生女

子） 
１３．３％ 

５．０％ 

以下 

肥満傾向にある子どもの割合（中学２年生男

子） 
１５．８％ 

１０．０％ 

以下 

肥満傾向にある子どもの割合（中学２年生女

子） 
６．９％ 

５．０％ 

以下 

肥満（ＢＭＩ２５以上）にある者の割合（４０

歳～６４歳男性） 
４２．６％ 

３０．０％ 

以下 

肥満（ＢＭＩ２５以上）にある者の割合（４０

歳～６４歳女性） 
２４．７％ 

１５．０％ 

以下 

低栄養 32傾向の高齢者（６５歳以上）の割合 － 
１３．０％ 

以下 

朝食を欠食する市民の割合（１歳６か月児） ０．４０％ 
０．０％を 

目指す 

朝食を欠食する市民の割合（３歳児） ０．３７％ 
０．０％を 

目指す 

朝食を欠食する市民の割合（小学生） ２．６％ 
０．０％を 

目指す 

朝食を欠食する市民の割合（中学生） ５．３％ 
０．０％を 

目指す 

朝食を欠食する市民の割合（成人） ８．４％ 
０．０％を 

目指す 

 
32 体に必要な栄養素やエネルギーを十分に摂取できていない状態のこと。 
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（２）食育の推進と環境づくり 

近年では、世帯構造や社会環境の変化から、家庭生活の状況が多様化しており、

画一化された食育を家庭で推進していくことは難しくなっています。思春期保健調

査でも、朝食の欠食率は４．６％、家族と一緒に夕食を食べない人の割合は３．

２％となっています。 

こうした状況を踏まえ、すべての市民が健全で充実した食生活を実現することを

目指し、家庭、学校・保育所、職場、地域等の各場面において、地域や関係団体の

連携・協働を図りつつ生涯を通じた食育を推進していきます。 

誰かと一緒に食卓を囲み、ともに食べる「共食」の重要性、朝食を食べることに

よる生活リズムの安定や栄養バランスの重要性などについての周知・啓発を図りま

す。 

また、食を支える環境が持続するよう、市民の食生活が、自然の恩恵の上に成り

立つことを認識し、食への感謝の気持ちや理解を深めるため、農林漁業体験など食

に関する様々な体験活動への参加を勧め、地域の農水産物の魅力を広く周知すると

ともに、地産地消のための取組を進めます。このほか、食中毒や食物アレルギー対

策、安全な食生活・食文化の維持、食品ロスの削減などについても、取組を進めま

す。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 家庭・地域における食

育の推進【健康推進

課】 

食育に関する情報の発信や農作業体験等の体験学習

を通じて、食育についての知識を身につけ、考えるき

っかけになるよう支援します。 

また、郷土料理や伝統料理等、地域の食や地産地消

についても啓発や講演等を行います。地域の食の実態

把握に努め、食生活改善推進員等と地域の食生活改善

普及活動を行います。 

② 関係機関と連携した食

育の推進【健康推進

課】 

乳幼児期及び乳幼児期を育む妊産婦等を含めた次世

代、学童期、若年期、中年期、高齢期それぞれのライ

フステージにおいて、食に関する指導計画に基づきな

がら、連携し合い、食育の推進を効果的に行います。 

③ 食の不安解消に向けた

取組【健康推進課】 

食に関する不要な不安等の解消を目指し、情報の提

供や正しい知識を学ぶ機会を設けます。 

④ 田んぼの学校（小学

校）【農林振興課】★ 

一部の市内小学校において、５年生を対象に水稲の

農作業体験を実施し、食に対する関心の向上を図りま

す。 

★は新規掲載事業を示す。 
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成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

農畜産物直売所における市内農畜産物等の売上

割合 
５６．０％ ５６．５％ 

学校給食における地場産物（野菜）を使用する

割合 
３４．１％ ４０．０％ 

１日１回は家族等と食事をする者の割合 

（１歳６か月児） 
８１．３％ 増加 

１日１回は家族等と食事をする者の割合 

（３歳児） 
８９．２％ 増加 
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基本的方向３ すべての人が心豊かに暮らせるまちづくり（自殺対策計画） 

（１）地域におけるネットワークの強化 

自殺対策の効果を最大限に発揮して誰も自殺に追い込まれることのない社会を実

現するためには、行政だけではなく関係団体及び市民等が連携・協力して自殺対策

を総合的に推進することが必要です。 

保健・医療、福祉、教育等、それぞれの分野で活動している関係機関が情報を共

有し、相互に連携・協力できる体制を引き続き整えます。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 袖ケ浦市健康づくり推

進協議会の開催【健康

推進課】 

袖ケ浦市健康づくり推進協議会において、自殺対策

に関連する施策の進捗状況等を共有するとともに、健

康づくりに関わる地域の主体との連携を強化します。 

② 袖ケ浦市自殺対策庁内

連絡会の運営【健康推

進課】 

袖ケ浦市自殺対策庁内連絡会を年１回以上開催し、

自殺対策推進のための庁内体制の強化を図ります。 
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（２）自殺対策を支える人材の育成 

悩みを抱えた人は、「人に悩みを言えない」、「どこに相談に行ったらよいかわから

ない」、「どのように解決したらよいかわからない」等の状況に陥ることがあります。

このため、自殺を防止するためには、様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対し

ての早期の「気づき」が重要であり、「気づき」のための人材育成の方策を充実させ

る必要があります。 

周囲が悩みを抱えた人を支援するために相談業務に携わる職員や専門職をはじめ

保健・医療、福祉、教育、その他の関連分野で活動する市民に対してゲートキーパ

ー研修を受講してもらうなど、誰もが早期の「気づき」に対応できるよう、必要な

研修の機会の確保を図ります。 

また、地域で活動する市民にも自殺対策の視点を持ってもらい、支援する市民を

増やすことで、地域のネットワークの強化を図ります。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 相談窓口に携わる職員

等を対象とした研修会

の実施【健康推進課】 

相談窓口に携わる職員等を対象に研修会を開催し、

相談支援スキルの向上を図ります。 

② 市民や地域で活動する

方を対象とした研修会

の実施【健康推進課】 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切に行動でき

る人を増やすため、ゲートキーパーを養成する研修会

等を開催します。 

③ 県が主催する教職員を

対象にした研修会への

参加【学校教育課】 

児童生徒の自殺予防及び事後対応に必要な基礎知識

を習得することで、自殺対策推進者としての資質向上

を図ります。 
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（３）市民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥

った人の心情や背景が理解されにくい現実があります。 

自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、自殺に至る心情や背景への理解を深め

ることも含めて、命や暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが必

要であるという自殺対策に関する意識が社会全体の共通認識となるよう、教育活動、

広報活動等を通じて、積極的に普及・啓発を行います。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 自殺対策強化月間に合

わせた広報【健康推進

課】 

市のホームページや広報などを通じて自殺対策強化

月間の周知を図り、自殺を地域全体で防ぐことの重要

性についての理解を拡大します。 

② 継続的で効果的な普

及・啓発の推進【健康

推進課】 

市民が自殺対策について理解を深める機会を増やす

ため情報発信の回数を増やします。 
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（４）生きることの促進要因への支援 

自殺対策は、個人においても社会においても、「生きることの阻害要因」を減らす

取組に加えて「生きることの促進要因」を増やす取組を行うことが必要です。 

そのため、生きることの促進要因への支援という観点から、居場所づくり、自殺

未遂者への支援、遺された人への支援に関する対策を推進します。 

また、各種の相談支援により悩みを解消または軽減させることで、生きる活力を

増やし、自殺原因発生の予防改善を行います。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 孤立を防ぐための居場

所づくりの支援 

【地域福祉課・ 

社会福祉協議会】 

高齢者、子育て中の親等が孤立しないよう、地域の

中に集える場所（サロン）をつくり、市民やボランテ

ィア等との交流機会を設けることで、地域で顔の見え

る関係づくりを促進し、高齢者等の地域参加を促進し

ます。 

② 妊娠中、子育て中の保

護者への相談支援【子

育て支援課】 

家庭児童相談や教育相談などを通じて、妊娠中、子

育て中の悩み相談に対応します。ケースに応じて関係

機関と連携して支援します。 

③ 障がい者やその家族等

への相談支援【障がい

者支援課】 

障害者相談支援事業所や基幹相談支援センターと協

力して、障がいのある人やその家族からの相談に対応

します。ケースに応じて関係機関と連携して支援しま

す。 

④ 高齢者やその家族等へ

の相談支援【高齢者支

援課】 

地域包括支援センター等と協力して、高齢者やその

家族の悩み相談に対応します。ケースに応じて関係機

関と連携して支援します。 

⑤ 生活困窮者への相談支

援【地域福祉課】 

自立相談支援室「そでさぽ」において、様々な困り

ごとへの相談に対応します。 
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（５）子どもたちが健やかに育つ環境づくりの推進 

若年層からの自殺予防対策は、その後の生涯にわたる自殺の発生予防につながる

点でも重要です。 

若年者が命の大切さを実感するための教育のみならず、社会において直面する可

能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身につけるための対策を推進する

とともに、子どもが出したＳＯＳについて、教職員等周囲の大人が気づくための知

識や技術の普及啓発を実施します。 

また、学校生活における教育相談等の機能を充実させ、児童、保護者、教職員に

対して専門的見地から相談・助言を行うことにより、いじめや虐待等の早期発見及

び不登校の予防改善を図り、自殺に追い込まれることを防ぎます。 

主な取組 

主な取組 概要 

① 児童・生徒が困難・ス

トレスに対処できる力

を身に付ける取組 

【学校教育課】 

長期休業明け等、児童生徒の不安が高まる時期に合

わせて、「ＳＯＳの出し方教育」を積極的に実施する

ほか、様々な相談窓口を児童生徒へ周知します。 

② スクールカウンセラー

の活用【学校教育課】 

スクールカウンセラーの活用により、悩み、不安、

ストレス等を持つ生徒に対し専門的な見地から相談・

助言を行い、不登校や問題行動の予防・改善を図りま

す。 

③ 児童・生徒のＳＯＳを

受け止め、適切に支援

する体制づくり 

【学校教育課】 

千葉県教育委員会作成の「ＳＯＳの出し方教育」指

導資料等を市内小中学校へ周知し、学校現場に携わる

すべての人が児童・生徒が発信するＳＯＳに早期に気

づき、必要な支援につなげられるよう、知識の習得を

図ります。 

 

 

（１）から（５）成果目標 

項目 
現状値 

（令和４年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

平均自殺死亡率（１０万対） 
Ｈ２９－Ｒ３ 

１３．８人 

５か年平均 

１３．０人以下 
※（自殺総合対策大

綱より引用） 
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第５章 計画の推進 

第１節 健康増進に向けた取組の推進（活動展開の視点） 

健康増進法は、第２条において各個人が生活習慣への関心と理解を深め、自らの

健康状態を自覚して、生涯にわたって健康増進に努めなければならないことを国民

の「責務」とし、第８条において自治体はその取組を支援するものとして、計画の

策定を努力義務としています。また、食育基本法においては、すべての市民が心身

の健康を確保していくことが求められ、自殺対策基本法においては、「国民が健康で

生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現」が謳われています。 

市民の健康増進を図ることは、市民一人ひとりが幸せに暮らす上で不可欠である

ため、本プランに基づき、市民の主体的な健康づくりを支援していきます。 

また、市民の健康に関する各種指標を活用してその進捗状況を把握するとともに、

より効果的・効率的な施策の展開を図ります。 

 

第２節 プランの進行管理と評価 

（１）袖ケ浦市健康づくり推進協議会 

本プランは、生活習慣病の予防や健康維持に向けた環境の整備を図るものである

と同時に、市民の健康的な生活習慣や食生活の定着を目指し、市民・関係機関・市

が一体となった健康づくりを進めていくことができるよう、策定したものです。 

本プランの進行管理及び評価は、市民、地域の医療関係者の代表者、衛生組織や

教育機関等の代表者などから構成される「袖ケ浦市健康づくり推進協議会」におい

て実施します。 

 

（２）袖ケ浦市食育推進部会 

袖ケ浦市食育推進計画の推進に向けた情報共有や課題の検討等を全庁で横断的に

取り組むために設置された「袖ケ浦市食育推進部会」において、食育に関する課題

の共有や解決策の検討、情報共有・情報交換等を行います。 

 

（３）袖ケ浦市自殺対策庁内連絡会 

全庁的に自殺対策に取り組むために設置された「袖ケ浦市自殺対策庁内連絡会」

において、自殺対策に関する施策の検討や推進、情報交換・相互連携等を行います。 
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資料編 

第１節 策定経過 

年 月 日 策 定 の 経 過 

令和４年９月２９日 令和４年度第１回袖ケ浦市健康づくり推進協議会 

・袖ケ浦健康プラン２１（第２次）について 

・袖ケ浦健康プラン評価・策定に係る調査内容の検討 

・袖ケ浦健康プラン２１評価・策定のスケジュール 

令和４年１１月 袖ケ浦市生活習慣アンケートの実施 

令和５年２月１５日 令和４年度第１回食育推進部会 

令和５年３月２３日 令和４年度第２回袖ケ浦市健康づくり推進協議会 

・袖ケ浦健康プラン２１（第３次）策定のための調査

結果報告について 

・令和５年度健康推進課事業（案）と令和４年度事業

の主な差異について 

・次期計画策定に関して 

令和５年３月２９日 令和４年度第１回自殺対策庁内連絡会 

令和５年８月２３日 令和５年度第１回袖ケ浦市健康づくり推進協議会 

・会長・副会長の選任について  

・袖ケ浦健康プラン２１（第３次）の策定について  

令和５年９月６日 令和５年度第１回食育推進部会 

令和５年１０月６日 令和５年度第１回自殺対策庁内連絡会 

令和５年１０月２７日 令和５年度第２回食育推進部会 

令和５年１１月７日 令和５年度第２回袖ケ浦市健康づくり推進協議会 

・袖ケ浦健康プラン２１（第３次）の策定について 

令和５年１２月２１日～ 

令和６年１月２０日 
パブリックコメントの実施 

令和６年３月５日 令和５年度第３回袖ケ浦市健康づくり推進協議会 

・袖ケ浦健康プラン２１（第３次）（案）のパブリック

コメント結果について（報告） 

・令和６年度健康推進課事業（案）と令和５年度事業

の主な差異について（報告） 
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第２節 袖ケ浦健康プラン２１（第３次）策定委員会設置要綱 

○袖ケ浦市健康づくり推進協議会要綱 

昭和５３年９月７日告示第２５号 

改正 

昭和５７年１月５日告示第１号 

昭和６０年３月２６日告示第２３号 

平成３年３月２８日告示第３５号 

平成７年３月３１日告示第３４号 

平成１０年３月２６日告示第４８号 

平成１２年３月３０日告示第４９号 

平成２１年３月３０日告示第６３号 

平成３１年２月２８日告示第２８号 

令和３年３月１８日告示第５１号 

袖ケ浦市健康づくり推進協議会要綱 

（設置） 

第１条 市は、市民各個人が日常生活において、栄養、運動及び休養の調和をとる

ことを基調とした総合的健康づくり対策を積極的に推進することを目的とし、袖

ケ浦市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 総合的な保健計画の策定及び推進に関すること。 

(２) 市民の健康の維持及び増進に関すること。 

(３) その他市民の保健行政のため必要な事項に関すること。 

（組織及び委員） 

第３条 協議会は、委員１８名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 関係行政機関の代表者  

(２) 保健医療関係団体の代表者  

(３) 衛生組織、学校、福祉、事業所等の代表者  

(４) 健康づくり関係団体の代表者 

(５) 市民の代表者 

(６) 市民子育て部長 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
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３ 会長は、会務を総理し協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、市民子育て部健康推進課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（昭和５７年告示第１号） 

この告示は、昭和５７年１月５日から施行する。 

附 則（昭和６０年告示第２３号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成３年告示第３５号） 

この告示は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年告示第３４号） 

この告示は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年告示第４８号） 

この告示は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年告示第４９号） 

この告示は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年告示第６３号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月２８日告示第28号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月１８日告示第51号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する 
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第３節 袖ケ浦市健康づくり推進協議会名簿 

◎令和４年度 

団体 委員名 

千葉県君津健康福祉センター 篠﨑 久美 

君津木更津医師会 松戸 裕治 

君津木更津歯科医師会 砂川 直俊 

君津木更津薬剤師会 成松 英世 

袖ケ浦市小中学校長会 平川 真 

袖ケ浦市食品衛生協会 鈴木 英一 

袖ケ浦市社会福祉協議会 小島 直子 

袖ケ浦市商工会 谷元 光子 

君津市農業協同組合 貝塚 慶太 

学校教育課 式地 智子 

母子保健・食生活改善協議会 山口 和世 

袖ケ浦健康づくり支援センター 

（指定管理者） 
佐久間 睦美 

袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 天野 恵子 

袖ケ浦市自治連絡協議会 吉岡 眞史 

袖ケ浦市シニアクラブ連合会 大岩 みさ子 

袖ケ浦市ＰＴＡ連絡協議会 葛田 圭亮 

袖ケ浦市立中川幼稚園ＰＴＡ 加藤 里沙 

市民子育て部 千田 和也 
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◎令和５年度 

団体 委員名 

千葉県君津健康福祉センター 山本 史子 

君津木更津医師会 吉田 行男 

君津木更津歯科医師会 砂川 直俊 

君津木更津薬剤師会 成松 英世 

袖ケ浦市小中学校長会 小藤田 信明 

袖ケ浦市食品衛生協会 鈴木 英一 

袖ケ浦市社会福祉協議会 小島 直子 

袖ケ浦市商工会 谷元 光子 

君津市農業協同組合 鈴木 達明 

学校教育課 神馬 純子 

母子保健・食生活改善協議会 夜久 都美子 

袖ケ浦健康づくり支援センター 

（指定管理者） 
小島 景子 

袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 天野 恵子 

袖ケ浦市自治連絡協議会 中山 敏男 

袖ケ浦市シニアクラブ連合会 柳瀬 芳枝 

袖ケ浦市ＰＴＡ連絡協議会 河野 裕一郎 

袖ケ浦市立中川幼稚園ＰＴＡ 坪井 里奈 

市民子育て部 千田 和也 
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令和６年度～令和１７年度 
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